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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科手術用ポート構造物であって、
　該外科手術用ポート構造物は、
　頂表面と、底表面と、該頂表面と該底表面との間に延びる外側壁とを備えるポート構造
物本体と、
　該頂表面と該底表面との間で第一の方向に真っ直ぐ延びる第一のチャネルと、
　該頂表面と該底表面との間で第二の方向に真っ直ぐ延びる第二のチャネルと
　を備え、
　該ポート構造物本体が、導電性材料をさらに備え、該導電性材料が、該外側壁から該第
一のチャネルおよび該第二のチャネルのうちの少なくとも１つの内壁部分まで延びて、該
ポート構造物本体を通した電気接地への導電性経路を提供し、該導電性材料が、該ポート
構造物本体の該頂表面と該底表面との間に配置され、該導電性材料が、該ポート構造物本
体の他の部分の材料よりも高い導電性を有し、
　該第一の方向と該第二の方向とは互いに異なる、外科手術用ポート構造物。
【請求項２】
　前記第一のチャネルが、前記頂表面と前記底表面との間で鋭角で延びており、
　前記第二のチャネルが、該頂表面と該底表面との間で垂直に延びている、
請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項３】
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　前記第一のチャネルが、前記ポート構造物本体の垂直中央部を横切って前記第一の方向
に延びている、請求項２に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項４】
　前記第一のチャネルが、前記ポート構造物本体のおよそ垂直中線において前記底表面と
交差する、請求項２に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項５】
　前記第二のチャネルが、内視鏡または手動で操作される外科手術器具を受容するように
構成されている、請求項２に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項６】
　前記第一のチャネルが、前記頂表面と前記底表面との間で第一の鋭角で延びており、
　前記第二のチャネルが、該頂表面と該底表面との間で第二の鋭角で延びている、
請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項７】
　前記第一の鋭角と前記第二の鋭角とが実質的に等しく、
　前記第一の方向と前記第二の方向とが互いに実質的に逆である、
請求項６に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項８】
　前記第一のチャネルが、前記ポート構造物本体の垂直中央部を横切って前記第一の方向
に延びており、
　前記第二のチャネルが、該ポート構造物本体の該垂直中央部を横切って前記第二の方向
に延びている、
請求項６に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項９】
　前記第一のチャネルおよび前記第二のチャネルの各々が、前記ポート構造物本体のおよ
そ垂直中線において前記底表面と交差している、請求項６に記載の外科手術用ポート構造
物。
【請求項１０】
　前記第二のチャネルが、内視鏡または手動で操作される外科手術器具を受容するように
構成されている、請求項６に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１１】
　前記頂表面と前記底表面との間で垂直に真っ直ぐ延びる内視鏡チャネルと、
　該頂表面と該底表面との間で垂直に真っ直ぐ延びる補助チャネルと
　をさらに備え、
　該内視鏡チャネルおよび該補助チャネルの各々が、前記ポート構造物の垂直中線からず
れている、請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１２】
　前記第一のチャネル内に配置されたシールをさらに備え、
　該シールが前記ポート構造物本体と一体的に成形されている、請求項１に記載の外科手
術用ポート構造物。
【請求項１３】
　前記シールが、前記第一のチャネルの側壁から内向きに該第一のチャネルの中心に向か
う環状突出部を備え、
　該環状突出部が、ほぼ三角形の断面を有し、丸みを帯びた先端が該第一のチャネルの該
中心に向かって配向されている、請求項１２に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１４】
　前記シールが、該シールの中心開口部を覆う膜を備え、
　該膜が、気体が前記第一のチャネルを通過することを防止する、
請求項１２に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１５】
　前記外側壁は、頂部周囲リップが前記頂表面と該外側壁との間に規定され、底部周囲リ
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ップが前記底表面と該外側壁との間に規定されるように、くびれた形状を有する、請求項
１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１６】
　前記ポート構造物が成形された１つの片である、請求項１に記載の外科手術用ポート構
造物。
【請求項１７】
　前記ポート構造物本体が、約４０　Ｓｈｏｒｅ　００～約１５　Ｓｈｏｒｅ　Ａの範囲
のデュロメーター値を有する材料を含む、請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１８】
　ポート配向構造物をさらに備え、該ポート配向構造物は、患者の身体内への開口部内で
の前記ポート構造物本体の、該患者の身体内の外科手術部位に対する適切な配向を示す、
請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項１９】
　外科手術用ポート構造物を製造する方法であって、
　該方法は、
　ポート構造物本体の頂表面と底表面との間で真っ直ぐ第一の方向に延びる第一のチャネ
ルを規定するアクトと、
　該ポート構造物本体の該頂表面と該底表面との間で真っ直ぐ第二の方向に延びる第二の
チャネルを規定するアクトと
　を包含し、
　該ポート構造物本体が、導電性材料を備え、該導電性材料が、該ポート構造物本体の外
側壁から該第一のチャネルおよび該第二のチャネルのうちの少なくとも１つの内壁部分ま
で延びて、該ポート構造物本体を通した電気接地への導電性経路を提供し、該導電性材料
が、該ポート構造物本体の該頂表面と該底表面との間に配置され、該導電性材料が、該ポ
ート構造物本体の他の部分の材料よりも高い導電性を有し、
　該ポート構造物本体の該外側壁が、該ポート構造物本体の該頂表面と該底表面との間に
延びており、
　該第一の方向と該第二の方向とが互いに異なる、方法。
【請求項２０】
　前記第一のチャネルが、前記頂表面と前記底表面との間で第一の鋭角で延びており、
　前記第二のチャネルが、該頂表面と該底表面との間で第二の鋭角で延びている、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記導電性材料が、前記ポート構造物本体の前記頂表面と前記底表面との間の中間に位
置する層内に存在する、請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項２２】
　前記導電性材料が、前記ポート構造物本体の前記頂表面と前記底表面との間の中間に位
置する層内に存在する、請求項１９に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国特許出願番号１２／６１８，５４９（２００９年１１月１３日出願）［代
理人事件番号ＩＳＲＧ　０１２３９０／ＵＳ］（「Ｃｕｒｖｅｄ　Ｃａｎｎｕｌａ」を開
示する）の一部継続出願であり、この米国特許出願は、米国仮特許出願番号６１／２４５
，１７１（２００９年９月２３日出願）（「Ｃｕｒｖｅｄ　Ｃａｎｎｕｌａ」を開示する
）の利益を主張する。これらの両方は、本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　本願は、以下の出願に関連し得る：米国特許出願番号１２／６１８，５８３（２００９
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年１１月１３日出願）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２３９１／ＵＳ］（「Ｃｕｒｖｅｄ
　Ｃａｎｎｕｌａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ」を開示する）、米国特許出願番号
１２／６１８，５９８（２００９年１１月１３日出願）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２
３９２／ＵＳ］（「Ｃｕｒｖｅｄ　Ｃａｎｎｕｌａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ」を開示する）、米国特許出願番号１２／６１８，６０８（２００９年１
１月１３日出願）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２３９３／ＵＳ］（「Ｃｕｒｖｅｄ　Ｃ
ａｎｎｕｌａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」を開示する）、および米国特許出願番号１２／６
１８，６３１（２００９年１１月１３日出願）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２３９５／
ＵＳ］（「Ｃａｎｎｕｌａ　Ｍｏｕｎｔｉｎｇ　Ｆｉｘｔｕｒｅ」を開示する）。これら
の全ては、本明細書中に参考として援用される。
【０００３】
　（背景）
　１．発明の分野
　本発明の局面は、最小侵襲性外科手術に関し、より特定すると、最小侵襲性ロボット外
科手術システムに関し、そしてなおより特定すると、患者の身体内への１つの入口点を通
して働く、最小侵襲性ロボット外科手術システムに関する。
【背景技術】
【０００４】
　２．技術
　最小侵襲性外科手術の利点は周知であり、そしてこれらの利点としては、従来の観血切
開手術と比較して、患者の外傷が少ないこと、血液損失が少ないこと、および回復時間が
より速いことが挙げられる。さらに、ロボット外科手術システム（例えば、臨場感を与え
る遠隔操作されるロボットシステム）（例えば、Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，Ｃａｌｉｆｏｒｎ
ｉａのＩｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．により製造されるｄａ　Ｖｉｎ
ｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）の使用が公知である。このようなロ
ボット外科手術システムは、外科医が、直感的制御で、そして手で行う最小侵襲性外科手
術と比較して増大した正確さで、手術を行うことを可能にし得る。
【０００５】
　患者の外傷をさらに減少させ、そしてロボット外科手術システムの利点を保持するため
に、外科医は、患者の状態を調査または処置するための外科手術手順を、皮膚を通る１つ
の切開を通して行い始めている。いくつかの例において、このような「単一ポートアクセ
ス」外科手術は、手動器具または既存の外科手術用ロボットシステムを用いて実施されて
いる。従って、外科医が、既存の設備および方法の使用と比較して、より効果的に単一ポ
ートアクセス外科手術を実施することを可能にする、改善された設備および方法が望まれ
ている。代表的に複数の切開（マルチポート）外科手術のために使用されている既存のロ
ボット外科手術システムを、このような単一ポートアクセス外科手術を実施するように容
易に改変し得ることもまた、望まれている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（要旨）
　１つの局面において、外科手術システムは、ロボットマニピュレーター、湾曲カニュー
レ、およびこの湾曲カニューレを通って延びる、受動的に可撓性であるシャフトを備える
器具を備える。このロボットマニピュレーターは、この湾曲カニューレを、患者の身体内
への開口部（例えば、切開、自然な開口部分）に配置された遠隔運動中心の周りで移動さ
せ、その結果、この湾曲カニューレは、外科手術部位において、外科手術器具のための三
角計量角度を提供する。１つの実施形態において、内視鏡および２つのこのような湾曲カ
ニューレの遠位端を、異なる角度から外科手術部位に向けて配向させて使用し、その結果
、効果的な器具三角計量が達成され、これによって、外科医は、外科手術部位で効果的に
作業すること、および外科手術部位を効果的に見ることが可能になる。
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【０００７】
　別の局面において、この湾曲カニューレは、直線状セクションおよび隣接する湾曲セク
ションを備える。ロボットマニピュレーター設置ブラケットが、この直線状セクションに
結合される。第二の直線状セクションが、この湾曲セクションの反対の端部に結合されて
、カニューレの遠位端から外科手術部位の方に延びる、受動的に可撓性である外科手術器
具の整列を容易にし得る。
【０００８】
　別の局面において、外科手術器具は、受動的に可撓性であるシャフト、およびこのシャ
フトの遠位端に結合された外科手術用エンドエフェクタを備える。この可撓性シャフトは
、湾曲カニューレを通って延び、そしてこの可撓性シャフトの遠位セクションは、この湾
曲カニューレの遠位端を越えて片持ち式に延びる。この可撓性シャフトの遠位セクション
は、外科手術部位において効果的な外科手術作用を提供するために充分に剛性であり、そ
してなお、湾曲カニューレを通して出し入れされることを可能にするために充分に可撓性
である。いくつかの局面において、この器具シャフトの遠位セクションの剛性は、このシ
ャフトの、外科手術手順中にカニューレの湾曲セクション内に残るセクションの剛性より
大きい。
【０００９】
　別の局面において、外科手術用ポート構造物は、頂表面と底表面との間にチャネルを備
える、単一の本体である。これらのチャネルは、逆方向に角度を付けて、これらの湾曲カ
ニューレの直線状セクションを所望の角度で保持する。この本体は、これらの湾曲カニュ
ーレが遠隔運動中心（これらは一般に、これらのチャネル内に位置する）の周りで移動す
ることを可能にするために充分に可撓性である。いくつかの局面において、このポート構
造物はまた、内視鏡カニューレ用のチャネル、および／または１つ以上の補助チャネルを
備える。これらのチャネルは、種々のシールを備え得る。
【００１０】
　別の局面において、上部漏斗状部分および下部舌状部を備える第二のポート構造物が開
示される。外科手術器具（例えば、湾曲カニューレ）用のチャネルが、この漏斗状部分と
この舌状部とを接合するくびれセクションに規定される。１つの局面において、この第二
のポート構造物は、器具が患者の身体に比較的小さい（鋭角の）角度で入ることを必要と
する外科手術のために使用される。なぜなら、このポート構造物は、これらの器具と患者
の身体との間、およびその逆での不必要な応力を防止することを助けるからである。
【００１１】
　別の局面において、カニューレ設置取付具が開示される。これらの取付具は、カニュー
レの挿入のため、および関連するロボットマニピュレーターへのカニューレのドッキング
のために、これらのカニューレを支持する。１つの局面において、取付具は、内視鏡カニ
ューレおよび湾曲器具カニューレを保持するアームを備える。別の局面において、取付具
は、内視鏡の遠位端および湾曲カニューレの遠位端を保持するキャップとして構成される
。このキャップは尖っており、患者内への開口部への導入を容易にする。
【００１２】
　別の局面において、湾曲カニューレを有するロボット外科手術システム用の制御システ
ムが開示される。この制御システムは、この湾曲カニューレに関連する運動データを使用
する。直感的制御経験を外科医に提供するために、この制御システムは、この湾曲カニュ
ーレおよびその器具を、マスターマニピュレーターにおける外科医の入力に応答して、そ
の器具がこの湾曲カニューレの遠位端から、このカニューレの湾曲セクション遠位端にほ
ぼ接して延びる直線軸に沿って配置されるかのように移動させるように、ロボットマニピ
ュレーターに命令を与える。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　頂表面および底表面を備えるポート構造物本体；
　該頂表面と該底表面との間で第一の方向に真っ直ぐ延びる第一のチャネル；ならびに
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　該頂表面と該底表面との間で第二の方向に真っ直ぐ延びる第二のチャネル；
を備え、
　該第一の方向と該第二の方向とは互いに異なる、外科手術用ポート構造物。
（項目２）
　前記第一のチャネルが、前記頂表面と前記底表面との間で鋭角で延びており；そして
　前記第二のチャネルが、該頂表面と該底表面との間で垂直に延びている、
項目１に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目３）
　前記第一のチャネルが、前記ポート構造物本体の垂直中央部を横切って前記第一の方向
に延びている、項目２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目４）
　前記第一のチャネルが、前記ポート構造物本体のおよそ垂直中線において前記底表面と
交差する、項目２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目５）
　前記第二のチャネルが、内視鏡または手動で操作される外科手術器具を受容するように
構成されている、項目２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目６）
　前記第一のチャネルが、前記頂表面と前記底表面との間で第一の鋭角で延びており；そ
して
　前記第二のチャネルが、該頂表面と該底表面との間で第二の鋭角で延びている、
項目１に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目７）
　前記第一の鋭角と前記第二の鋭角とが実質的に等しく；そして
　前記第一の方向と前記第二の方向とが互いに実質的に逆である、
項目６に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目８）
　前記第一のチャネルが、前記ポート構造物本体の垂直中央部を横切って前記第一の方向
に延びており；そして
　前記第二のチャネルが、該ポート構造物本体の該垂直中央部を横切って前記第二の方向
に延びている、
項目６に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目９）
　前記第一のチャネルおよび前記第二のチャネルの各々が、前記ポート構造物本体のおよ
そ垂直中線において前記底表面と交差している、項目６に記載の外科手術用ポート構造物
。
（項目１０）
　前記第二のチャネルが、内視鏡または手動で操作される外科手術器具を受容するように
構成されている、項目６に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目１１）
　前記頂表面と前記底表面との間で垂直に真っ直ぐ延びる内視鏡チャネル；および
　該頂表面と該底表面との間で垂直に真っ直ぐ延びる補助チャネル
をさらに備え；
　該内視鏡チャネルおよび該補助チャネルの各々が、前記ポート構造物の垂直中線からず
れている、項目１に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目１２）
　前記第一のチャネル内に配置されたシールをさらに備え；
　該シールが前記ポート構造物本体と一体的に成形されている、項目１に記載の外科手術
用ポート構造物。
（項目１３）
　前記シールが、前記第一のチャネルの側壁から内向きに該第一のチャネルの中心に向か
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う環状突出部を備え；そして
　該環状突出部が、ほぼ三角形の断面を有し、丸みを帯びた先端が該第一のチャネルの該
中心に向かって配向されている、項目１２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目１４）
　前記シールが、該シールの中心開口部を覆う膜を備え；そして
　該膜が、気体が前記第一のチャネルを通過することを防止する、
項目１２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目１５）
　前記頂表面と前記底表面との間に延びる外側壁
をさらに備え；
　該側壁が、くびれた形状を有し、その結果、頂部周囲リップが該頂表面と該側壁との間
に規定され、そして底部周囲リップが該底表面と該側壁との間に規定される、項目１に記
載の外科手術用ポート構造物。
（項目１６）
　前記頂表面と前記底表面との間に延びる外側壁；および
　該頂表面の下にある導電性層であって、該導電性層は、前記第一のチャネルと該側壁と
の間に延びる、導電性層
をさらに備える、項目１に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目１７）
　前記ポート構造物が成形された１つの片である、項目１に記載の外科手術用ポート構造
物。
（項目１８）
　前記ポート構造物本体が、約４０　Ｓｈｏｒｅ　００～約１５　Ｓｈｏｒｅ　Ａの範囲
のデュロメーター値を有する材料を含む、項目１に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目１９）
　ポート配向構造物をさらに備え、該ポート配向構造物は、患者の身体内への開口部内で
の前記ポート構造物本体の、該患者の身体内の外科手術部位に対する適切な配向を示す、
項目１に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目２０）
　外科手術用ポート構造物を製造する方法であって、
　ポート構造物本体の頂表面と底表面との間で真っ直ぐ第一の方向に延びる第一のチャネ
ルを規定するアクト；および
　該ポート構造物本体の該頂表面と該底表面との間で真っ直ぐ第二の方向に延びる第二の
チャネルを規定するアクト
を包含し；
　該第一の方向と該第二の方向とが互いに異なる、方法。
（項目２１）
　前記第一のチャネルが、前記頂表面と前記底表面との間で第一の鋭角で延び；そして
　前記第二のチャネルが、該頂表面と該底表面との間で第二の鋭角で延びる、
項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　漏斗状部分；
　舌状部；
　該漏斗状部分と該舌状部との間のくびれ部分；および
　該漏斗状部分から該くびれ部分を通って延びる少なくとも２つの外科手術器具チャネル
を備える、外科手術用ポート構造物。
（項目２３）
　前記漏斗状部分が、長い辺および該長い辺に対向する短い辺を有する、斜めの錐形を有
し；そして
　前記舌状部が該長い辺とは逆の方向に延びている、
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項目２２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目２４）
　前記斜めの錐形が斜めの円錐形を有する、項目２２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目２５）
　第二の舌状部をさらに備え；
　前記くびれ部分が、前記漏斗状部分と、前記舌状部と、該第二の舌状部との間にあり；
そして
　該第二の舌状部が、実質的に該舌状部から離れる方向に延びている、
項目２２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目２６）
　前記くびれ部分内に配置された回転部分
をさらに備え；
　該回転部分が第二の舌状部を備え；
　該回転部分の第一の位置において、該第二の舌状部は、前記舌状部と実質的に整列し；
そして
　該回転部分の第二の位置において、該第二の舌状部は、実質的に該舌状部から離れる方
向に延びる、
項目２２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目２７）
　前記外科手術器具チャネルのうちの少なくとも１つが、玉継手を受容するソケットを備
える、項目２２に記載の外科手術用ポート構造物。
（項目２８）
　前記外科手術器具チャネルの各々の中に配置された玉継手
をさらに備え；
　各玉継手がチャネルを備え、該チャネルを通って外科手術器具が延びる、項目２２に記
載の外科手術用ポート構造物。
（項目２９）
　外科手術用ポート構造物を製造する方法であって、
　漏斗状部分と舌状部分との間のくびれ部分を配置するアクト；および
　該漏斗状部分から該くびれ部分を通って延びる少なくとも２つの外科手術器具チャネル
を規定するアクト
を包含する、方法。
（項目３０）
　前記漏斗状部分を斜めの錐形として形成すること；および
　前記舌状部分を該斜めの錐形の長い辺から離れる方に延びるように配置すること
をさらに包含する、項目２９に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】図１Ａは、ロボット外科手術システムの患者側カートの正面立面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ロボット外科手術システムの外科医のコンソールの正面立面図であ
る。
【図１Ｃ】図１Ｃは、ロボット外科手術システムの映像カートの正面立面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、器具アームの側面立面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、器具が設置されたマニピュレーターの斜視図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、カメラが設置されたカメラアームの一部分の側面立面図である。
【図３】図３は、外科手術部位に達するように体壁を通して挿入された、複数のカニュー
レおよび関連する器具の模式図である。
【図４Ａ】図４Ａは、湾曲カニューレと受動的に可撓性である外科手術器具との組み合わ
せを支持して移動させる、患者側ロボットマニピュレーターの一部分の概略図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、第二の湾曲カニューレと受動的に可撓性である外科手術器具との組
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み合わせを支持して移動させる、第二の患者側ロボットマニピュレーターを示す、図４Ａ
の図に追加された概略図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、内視鏡を支持する内視鏡カメラマニピュレーターを示す、図４Ｂの
図に追加された概略図である。
【図５】図５は、可撓性器具の模式図である。
【図６Ａ】図６Ａは、プル／プル器具設計の模式図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、プッシュ／プル器具設計の模式図である。
【図７Ａ】図７Ａは、力伝播機構の底面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、プル／プル器具設計において使用される力伝播機構の平面図である
。
【図７Ｃ】図７Ｃは、プッシュ／プル器具設計において使用される力伝播機構の平面図で
ある。
【図７Ｄ】図７Ｄは、プッシュ／プル器具設計において使用される別の力伝播機構の斜視
図である。
【図８Ａ】図８Ａは、器具シャフトの一部分の切り取り斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、別の器具シャフト設計の断面模式斜視図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、別の器具シャフトの一部分の切り取り斜視図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、なお別の器具シャフト設計の模式斜視図である。
【図９Ａ】図９Ａは、可撓性シャフト器具の遠位端の分解斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａに図示される実施形態の断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、プル／プル型エンドエフェクタの模式図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは、別の可撓性シャフト器具の遠位端の分解斜視図である。
【図９Ｅ】図９Ｅは、プッシュ／プル型エンドエフェクタの模式図である。
【図９Ｆ】図９Ｆは、器具シャフトエンドキャップの模式斜視図である。
【図１０】図１０は、湾曲カニューレの模式図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、整列用キー構造物の模式図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、カニューレ端部クリアランス検出システムの概略図である。
【図１１Ａ】図１１Ａおよび図１１Ｂは、カニューレの配向を図示する。
【図１１Ｂ】図１１Ａおよび図１１Ｂは、カニューレの配向を図示する。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、マニピュレーターが湾曲カニューレを配置するための例示的な
形にある、ロボット外科手術システムの平面図である。
【図１２】図１２Ａ、図１２Ｂ、および図１２Ｃは、種々のカニューレ構成を通って延び
る、器具シャフトを示す模式図である。
【図１３】図１３は、別の湾曲カニューレと可撓性器具との組み合わせを図示する概略図
である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、ポート構造物の模式平面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、ポート構造物の模式斜視図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、図１４Ａの切断線で見た模式断面図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、図１５Ａに図示されるシールの細部を示す。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、図１４Ａの別の切断線で見た模式断面図である。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、ポート構造物中の導電性層を図示する模式断面図である。
【図１５Ｅ】図１５Ｅは、別のシールの細部を示す。
【図１６Ａ】図１６Ａは、種々の皮膚および筋膜の切開の模式図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、別のポート構造物の模式斜視断面図である。
【図１７】図１７Ａおよび図１７Ｂは、なお別のポート構造物の模式図である。
【図１８】図１８Ａおよび図１８Ｂは、なお別のポート構造物の模式図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、カニューレ挿入／安定化取付具の斜視図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、カニューレ挿入／安定化取付具の別の斜視図である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、カニューレ安定化取付具の模式斜視図である。
【図２０】図２０Ａ～図２０Ｄは、カニューレを挿入する別の方法を図示する模式図であ
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る。
【図２１】図２１は、湾曲カニューレおよび種々の参照軸の模式図である。
【図２２】図２２は、付随する光ファイバーひずみセンサを備える、湾曲カニューレおよ
び可撓性器具の遠位端の模式図である。
【図２３】図２３は、制御システムアーキテクチャの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（詳細な説明）
　本発明の局面および実施形態を説明する本明細書および添付の図面は、限定するとみな
されるべきではない。特許請求の範囲が、保護される発明を規定する。種々の機械的変化
、組成的変化、構造的変化、電気的変化、および操作的変化が、本明細書および特許請求
の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなくなされ得る。いくつかの例において、周知
の回路、構造体、および技術は、本発明を曖昧にしない目的で、詳細には図示も記載もさ
れない。２枚以上の図中の同様の数字は、同じ要素または類似の要素を表わす。
【００１５】
　さらに、本明細書の専門用語は、本発明を限定することを意図されない。例えば、空間
的に相対的な用語（例えば、「下（ｂｅｎｅａｔｈ）」、「下（ｂｅｌｏｗ）」、「下（
ｌｏｗｅｒ）」、「上（ａｂｏｖｅ）」、「上（ｕｐｐｅｒ）」、「近位」および「遠位
」など）は、図面に図示される場合の、１つの要素または特徴の、別の要素または特徴に
対する関係を説明するために使用され得る。これらの空間的に相対的な用語は、使用中ま
たは操作中のデバイスの、図面に示される配置および配向に加えて、異なる配置（すなわ
ち、位置）および配向（すなわち、回転配置）を包含することを意図される。例えば、図
面中のデバイスが上下を引っくり返される場合、他の要素または特徴の下（「ｂｅｌｏｗ
」または「ｂｅｎｅａｔｈ」）であると記載されていた要素は、他の要素または特徴の上
（「ａｂｏｖｅ」または「ｏｖｅｒ」）になる。従って、例示的な用語「下」は、上と下
との両方の配置および配向を包含し得る。デバイスは、他の方法で配向（９０°または他
の配向で回転させられる）され得、そして本明細書中で使用される空間的に相対的な記述
語は、これに従って解釈される。同様に、種々の軸に沿った動き、および種々の軸の周り
での動きの記載は、デバイスの種々の空間的な配置および配向を包含する。さらに、単数
形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、その文脈がそうではないことを示さない限り
、複数形も同様に包含することが意図される。さらに、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）
」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、および「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」などは、記
載される特徴、工程、配向、要素、および／または構成要素の存在を特定するが、１つ以
上の他の特徴、工程、配向、要素、構成要素、および／または群の存在または追加を排除
しない。結合されていると記載される構成要素は、電気的または機械的に直接結合され得
るか、あるいはこれらの構成要素は、１つ以上の中間構成要素を介して間接的に結合され
得る。
【００１６】
　１つの実施形態を参照して詳細に記載される要素およびそれらの関連する局面は、実用
的であれば常に、その要素が具体的には図示も記載もされない他の実施形態にも含まれ得
る。例えば、ある要素が１つの実施形態を参照して詳細に記載され、そして第二の実施形
態を参照しては記載されない場合、それにもかかわらず、その要素は、第二の実施形態に
含まれるように請求項に記載され得る。
【００１７】
　機械的構造体または構成要素に関する用語「可撓性」は、広義に解釈されるべきである
。本質的に、この用語は、この構造体または構成要素が損害なしに容易に屈曲し得、そし
て元の形状に回復し得ることを意味する。多くの「硬い」物体は、材料特性に起因して、
わずかな固有の弾性「屈曲性（ｂｅｎｄｉｎｅｓｓ）」を有するが、このような物体は、
本明細書中で使用される場合の「可撓性」であるとはみなされない。可撓性の機械的構造
体は、無限の自由度（ＤＯＦ）を有し得る。このような構造体の例としては、閉じた、屈
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曲可能な管（例えば、ＮＩＴＩＮＯＬ、ポリマー、および軟質ゴムなどから作製される）
、螺旋コイルばねなどが挙げられ、これらは、しばしば有意な断面変形なしで、種々の単
純曲線および複合曲線に屈曲し得る。他の可撓性の機械的構造体は、蛇様の配置で「脊椎
」と類似の近く間隔を空けた一連の構成要素を使用することによって、このような無限Ｄ
ＯＦ片に近づき得る。このような脊椎配置において、各構成要素は、運動連鎖している短
いリンクであり、そして各リンク間の可動の機械的拘束（例えば、ピン蝶番、カップアン
ドボール（ｃｕｐ　ａｎｄ　ｂａｌｌ）、およびリビングヒンジなど）は、これらのリン
ク間での相対運動の１（例えば、縦揺れ）ＤＯＦまたは２（例えば、縦揺れおよび横揺れ
）ＤＯＦを可能にし得る。短い可撓性の構造体は、可撓性構造体自体が数個の結合された
リンクから作製された運動連鎖であり得る場合でさえも、運動連鎖している２つのリンク
間に１以上のＤＯＦを提供する、単一の機械的拘束（継手）として働き得、そしてその模
型になり得る。当業者は、その構成要素の可撓性がその剛性の観点で表現され得ることを
理解する。
【００１８】
　本明細書において、可撓性の機械的構造体または構成要素は、能動的または受動的のい
ずれかで、可撓性であり得る。能動的に可撓性である片は、その片自体に固有に関連する
力を使用することによって、屈曲し得る。例えば、１つ以上の緊張材が、この片に沿って
長さ方向に、この片の長手方向軸からずれて渡され得、その結果、これらの１つ以上の緊
張材に対する張力が、この片を屈曲させる。能動的に可撓性である片を能動的に屈曲させ
る他の方法としては、限定されないが、空気力または液圧力、歯車、および電気活性ポリ
マーなどの使用が挙げられる。能動的に可撓性である片は、この片に対して外側である力
を使用して屈曲する。固有の剛性を有する能動的に可撓性である片の例は、プラスチック
棒または弾性ゴム管である。能動的に可撓性である片は、その固有に関連する力によって
活性化されない場合、能動的に可撓性であり得る。１つの構成要素が、１つ以上の能動的
に可撓性である部分および受動的に可撓性である部分が一連になったものから作製され得
る。
【００１９】
　本発明の局面は、主として、Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＩｎｔｕｉ
ｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．により製造される、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標
）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ（具体的には、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）ＳｉＴ

Ｍ　ＨＤＴＭ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍとして市場に出ているモデルＩＳ３００
０）を使用する実行の観点で記載される。しかし、当業者は、本明細書中に開示される本
発明の局面が、様々な方法で（ロボットによる実施および実行、ならびにロボットによら
ない実施および実行が挙げられる）実施および実行され得ることを理解する。ｄａ　Ｖｉ
ｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（例えば、モデルＩＳ３０００；
ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）ＳＴＭ　ＨＤＴＭ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍとし
て市場に出ているモデルＩＳ２０００）での実行は、単なる例示であり、そして本明細書
中に開示される本発明の局面の範囲を限定すると解釈されるべきではない。
【００２０】
　図１Ａ、図１Ｂ、および図１Ｃは、最小侵襲性外科手術用の、遠隔操作されるロボット
外科手術システムの３つの主要な構成要素の正面立面図である。これらの３つの構成要素
は相互に接続されて、外科医が、外科手術チームの援助を受けながら、診断および矯正の
外科手術手順を患者に対して実施することを可能にする。
【００２１】
　図１Ａは、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍの患者側カ
ート構成要素１００の正面立面図である。この患者側カートは、床に載る土台１０２、土
台１０２に設置される支持塔１０４、および外科手術道具（立体視内視鏡を備える）を支
持する数本のアームを備える。図１Ａに示されるように、アーム１０６ａ、１０６ｂは、
組織を操作するために使用される外科手術器具を支持して移動させる器具アームであり、
そしてアーム１０８は、内視鏡を支持して移動させるカメラアームである。図１Ａはまた
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、任意の第三の器具アーム１０６ｃを示し、これは、支持塔１０４の背面に支持され、そ
して外科手術手順を行うために必要に応じて、患者側カートの左側または右側のいずれか
に配置され得る。図１Ａは、器具アーム１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃに設置された、交
換可能な外科手術器具１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃをさらに示し、そしてカメラアーム
１０８に設置された内視鏡１１２を示す。これらのアームは、以下でより詳細に議論され
る。当業者は、器具およびカメラを支持するアームがまた、天井または壁、あるいはいく
つかの例においては、手術室中の設備の別の部品（例えば、手術台）に設置された土台プ
ラットフォーム（固定式または可動）によって支持され得ることを理解する。同様に、当
業者は、２つ以上の別々のアームが使用され得ることを理解する（例えば、１つの土台が
それぞれのアームを支持する）。
【００２２】
　図１Ｂは、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ外科医のコ
ンソール１２０構成要素の正面立面図である。この外科医のコンソールは、左右の多ＤＯ
Ｆマスターツールマニピュレーター（ＭＴＭ）１２２ａ、１２２ｂを備え、これらの多Ｄ
ＯＦマスターツールマニピュレーターは、運動連鎖であり、外科手術道具（内視鏡および
種々のカニューレを含む）を制御するために使用される。外科医は、各ＭＴＭ１２２のは
さみアセンブリ１２４ａ、１２４ｂを、代表的には親指と人差し指とで掴み、そしてこの
はさみアセンブリを種々の位置および配向に動かし得る。道具制御モードが選択される場
合、各ＭＴＭ１２２は、患者側カート１００に対して対応する器具アーム１０６を制御す
るように、結合される。例えば、左のＭＴＭ１２２ａは、器具アーム１０６ｂおよび器具
１１０ａを制御するように結合され得、そして右のＭＴＭ１２２ｂは、器具アーム１０６
ｂおよび器具１１０ｂを制御するように結合され得る。第三の器具アーム１０６ｃが外科
手術手順中に使用され、そして左側に配置される場合、左のＭＴＭ１２２ａが、アーム１
０６ａおよび器具１１０ａの制御と、アーム１０６ｃおよび器具１１０ｃの制御との間で
切り替えられ得る。同様に、第三の器具アーム１０６ｃが外科手術手順中に使用され、そ
して右側に配置される場合、右のＭＴＭ１２２ａは、アーム１０６ｂおよび器具１１０ｂ
の制御と、アーム１０６ｃおよび器具１１０ｃの制御との間で切り替えられ得る。いくつ
かの例において、ＭＴＭ１２２ａ、１２２ｂと、アーム１０６ａ／器具１１０ａの組み合
わせおよびアーム１０６ｂ／器具１１０ｂの組み合わせとの間での制御の割り当てはまた
、交換され得る。このことは、例えば、内視鏡が１８０°回転させられる場合に、内視鏡
の視野内で移動する器具が外科医が動かしているＭＴＭと同じ側にあるように見えるよう
に、行われ得る。このはさみアセンブリは、代表的に、器具１１０の遠位端の、顎付きの
外科手術用エンドエフェクタ（例えば、鋏、把持レトラクタ、および針ドライバなど）を
操作するために使用される。
【００２３】
　外科医のコンソール１２０はまた、立体画像表示システム１２６を備える。立体視内視
鏡１１２により捕捉された左側画像および右側画像が、対応する左右のディスプレイに出
力され、これらの画像を、外科医は、表示システム１２６上で三次元画像として知覚する
。有利な構成において、ＭＴＭ１２２は、表示システム１２６の下に配置され、その結果
、このディスプレイに示される外科手術道具の画像は、このディスプレイの下の外科医の
手と同じ位置にあるように見える。この特徴は、外科医が手を直接見ているかのように、
三次元ディスプレイ内の種々の外科手術道具を直感的に制御することを可能にする。従っ
て、関連する器具アームおよび器具のＭＴＭサーボ制御は、内視鏡画像の参照枠に基づく
。
【００２４】
　内視鏡画像の参照枠はまた、ＭＴＭがカメラ制御モードに切り替えられる場合に使用さ
れる。ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍにおいて、カメラ
制御モードが選択されると、外科医は、ＭＴＭの一方または両方を一緒に動かすことによ
って、内視鏡の遠位端を移動させ得る（２つのＭＴＭの一部分が、サーボ機構で結合され
得、その結果、これらの２つのＭＴＭの位置が、一単位として一緒に移動するように見え
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る）。次いで、外科医は、画像を手で持っているかのように、これらのＭＴＭを動かすこ
とによって、表示された立体視画像を直感的に動かし得る（例えば、パン、傾斜、ズーム
）。
【００２５】
　外科医のコンソール１２０は代表的には、患者側カート１００と同じ手術室内に位置す
るが、このコンソールを操作する外科医が滅菌野の外にいるように、配置される。１人以
上の助手が、代表的に、滅菌外科手術場内で働くことによって、この外科医を援助する（
例えば、患者側カート上の道具を交換すること、手での引っ張りを行うことなど）。従っ
て、外科医は、滅菌野から離れた位置で手術を行い、従って、このコンソールは、手術室
から離れた部屋または建物に位置し得る。いくつかの実施形態において、２つのコンソー
ル１２０（同じ位置にあるか、互いに離れているかのいずれか）がネットワーク化され得
、これによって、２人の外科医が同時にその外科手術部位の道具を見ることおよび制御す
ることができる。
【００２６】
　図１Ｃは、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍの映像カー
ト構成要素１４０の正面立面図である。映像カート１４０は、外科手術システムの中央電
子データ処理ユニット１４２および映像設備１４４を収容する。この中央電子データ処理
ユニットは、この外科手術システムを操作するために使用されるデータ処理の大部分を含
む。しかし、他の種々の実施形態において、電子データ処理は、外科医コンソールおよび
患者側カートに分配され得る。この映像設備は、立体視内視鏡１１２の左右の画像捕捉機
能のための、カメラ制御ユニットを備える。この映像設備はまた、外科手術部位を画像化
するための照射を提供する、照射設備（例えば、キセノンランプ）を備える。図１Ｃに示
されるように、この映像カートは、任意の２４インチタッチスクリーンモニタ１４６を備
え、これは、他の箇所（例えば、患者側カート１００）に設置されてもよい。映像カート
１４０は、任意の補助的な外科手術設備（例えば、電気外科ユニットおよび注入器）のた
めのスペース１４８をさらに備える。患者側カートと外科医のコンソールとは、映像カー
トへの光ファイバー通信リンクを介して結合され、その結果、これらの３つの構成要素は
、直感的臨場感を外科医に提供する、１つの遠隔操作される最小侵襲性外科手術システム
として一緒に働く。そして上記のように、第二の外科医のコンソールが備えられ得、その
結果、２人目の外科医が、例えば、１人目の外科医の作業を監督し得る。
【００２７】
　図２Ａは、代表的な器具アーム１０６の側面立面図である。外科手術中に通常使用され
る、滅菌ドレープおよび付随する機構は、明りょうにするために省略されている。このア
ームは、一連のリンク、およびこれらのリンクを一緒に結合させる継手から作製される。
このアームは、２つの部分に分けられる。第一の部分は、「据え付け」部分２０２であり
、この部分では、動力を与えられない継手が、これらのリンクを結合させる。第二の部分
は、動力を与えられるロボットマニピュレーター部分２０４（患者側マニピュレーター；
「ＰＳＭ」）であり、この部分は、外科手術器具を支持して移動させる。使用中に、据え
付け部分２０２は、マニピュレーター部分２０４を、所望の外科手術作業を実施するため
に適切な位置に配置するように動かされる。次いで、据え付け部分の継手は（例えば、ブ
レーキ機構を用いて）ロックされて、アームのこの部分が動くことを防止される。
【００２８】
　図２Ｂは、代表的な器具１１０が設置されたＰＳＭ２０４の斜視図である。ＰＳＭ２０
４は、横揺れサーボアクチュエーター２０６、縦揺れサーボアクチュエーター２０８、な
らびに挿入および引き抜き（「Ｉ／Ｏ」）アクチュエーター２１０を備える。例示的な外
科手術器具１１０が、器具設置キャリッジ２１２に設置されて示されている。例示的な直
線状カニューレ２１４が、カニューレマウント２１６に設置されて示されている。器具１
１０のシャフト２１８は、カニューレ２１４を通って延びる。ＰＳＭ２０４は、機械的に
拘束されており、その結果、このＰＳＭは、器具１１０を、器具シャフトに沿って位置す
る静止遠隔運動中心２２０の周りで移動させる。横揺れアクチュエーター２０６は、遠隔
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中心２２０の周りでの横揺れ運動２２２を提供し、縦揺れアクチュエーター２０８は、遠
隔中心２２０の周りでの縦揺れ運動２２４を提供し、そしてＩ／Ｏアクチュエーター２１
０は、遠隔中心２２０を通る挿入および引き抜きの運動２２６を提供する。据え付け部分
２０２は代表的に、遠隔運動中心２２０を外科手術中に患者の体壁の切開に位置させるよ
うに、そして意図される外科手術作業を実施するために充分な横揺れ運動および縦揺れ運
動が利用可能になるように配置される。当業者は、遠隔運動中心の周りでの運動がまた、
機械アセンブリにより規定される物理的拘束によってよりもむしろ、ソフトウェアの使用
によってのみ拘束され得ることを理解する。
【００２９】
　設置キャリッジ２１２の整合力伝播ディスクおよび器具力伝播アセンブリ２３０は、Ｐ
ＳＭ２０４のアクチュエーター２３２からの起動力を結合させて、器具のエンドエフェク
タ２３４を配置し、配向させ、そして操作する目的で、器具１１０の種々の部品を動かす
。このような起動力は代表的に、器具シャフト２１８を転がし得（従って、遠隔中心を通
る別のＤＯＦを提供し得）、横揺れＤＯＦおよび縦揺れＤＯＦを提供するリスト２３６を
操作し得、そして種々のエンドエフェクタ（例えば、鋏（焼灼可能または焼灼不可能）、
解剖器具、把持具、針ドライバ、電気焼灼器フック、レトラクタ、クリップアプライアな
ど）の可動部品または把持用顎を操作し得る。
【００３０】
　図２Ｃは、代表的なカメラ１１２が設置されたカメラアーム１０８の一部分の側面立面
図である。器具アーム１０６と同様に、カメラアーム１０８は、据え付け部分２４０およ
びマニピュレーター部分２４２（内視鏡カメラマニピュレーター；「ＥＣＭ」）を備える
。ＥＣＭ２４２は、ＰＳＭ２０４と同様に構成され、そして横揺れ運動アクチュエーター
２４４、縦揺れ運動アクチュエーター２４６、およびＩ／Ｏ運動アクチュエーター２４８
を備える。内視鏡１１２がキャリッジアセンブリ２５０に設置され、そして内視鏡カニュ
ーレ２５２がカメラカニューレマウント２５４に設置される。ＥＣＭ２４２は、内視鏡１
１２を遠隔運動中心２５６の周りで遠隔運動中心２５６を通して移動させる。
【００３１】
　図１Ａ～図２Ｃを参照して説明されたロボット外科手術システムを用いる代表的な外科
手術手順中に、少なくとも２つの切開が、患者の身体に作製される（通常、関連するカニ
ューレを配置するためのトロカールの使用を伴う）。１つの切開は、内視鏡カメラ器具の
ためのものであり、そして他の切開は、必要な外科手術器具のためのものである。このよ
うな切開は時々、「ポート」と称され、これは、以下に詳細に記載されるような、このよ
うな切開内で使用される設備の片もまた意味し得る用語である。いくつかの外科手術手順
において、数個の器具用ポートおよび／またはカメラ用ポートが、外科手術部位の必要な
アクセスおよび画像化を提供する目的で、必要とされる。これらの切開は、伝統的な観血
外科手術のために使用する大きい切開と比較すると比較的小さいが、患者の外傷をさらに
減少させるため、および美容術を改善するために、切開の数をさらに減らすことが必要で
あり、望ましい。
【００３２】
　単一ポート外科手術は、最小侵襲性外科手術のために使用される器具の全てが患者の体
壁の１つの切開に通されるか、またはいくつかの例においては１つの自然の開口部分に通
される、技術である。このような方法は、種々の用語（例えば、単一ポートアクセス（Ｓ
ＰＡ）、腹腔鏡内視鏡単一部位外科手術（ＬＥＳＳ）、単一切開腹腔鏡外科手術（ＳＩＬ
Ｓ）、１ポート臍外科手術（ＯＰＵＳ）、単一ポート無切開従来設備利用外科手術（ＳＰ
ＩＣＥＳ）、単一アクセス部位外科手術用内視鏡（ＳＡＳＳＥ）、または天然開口部分経
臍外科手術（ＮＯＴＵＳ））で呼ばれ得る。単一ポートの使用は、手動器具またはロボッ
ト外科手術システム（例えば、上に記載されるもの）のいずれかを使用して行われ得る。
しかし、このような技術に伴って、困難が生じる。なぜなら、単一ポートは、外科手術器
具が外科手術部位にアクセスし得る角度を制限するからである。例えば２つの器具が、横
に並べて近くに配置されるので、外科手術部位において有利な三角計量角度を達成するこ
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とが困難である（三角計量とは、２つの外科手術器具の遠位端が、三角形の２つの辺に沿
って位置して、この三角形の頂点の外科手術部位で効果的に働く能力である）。さらに、
器具と内視鏡とが同じ切開を通って入るので、真っ直ぐな器具シャフトが、内視鏡の視野
の大部分を塞ぐ傾向がある。さらに、ロボット外科手術システムが使用される場合、複数
のマニピュレーターが、それらのサイズと動きとの両方に起因して、互いに妨害し得、こ
れはまた、外科医が利用可能なエンドエフェクタの動きの量を制限する。
【００３３】
　図３は、単一ポート外科手術のためにマルチアームロボット外科手術システムを使用す
ることの困難を図示する。図３は、外科手術部位３００に達するように体壁を通して挿入
された、複数のカニューレおよび関連する器具の模式図である。図３に図示されるように
、カメラカニューレ３０２がカメラ用切開３０４を通って延び、第一の器具カニューレ３
０６が第一の器具用切開３０８を通って延び、そして第二の器具カニューレ３１０が第二
の器具用切開３１２を通って延びる。これらのカニューレ３０２、３０６、３１０の各々
が同じ（わずかに大きい）ポート３０４を通って延びる場合、各々が遠隔運動中心の周り
で動くことの必要性に起因して、そしてまた、カニューレを設置固定具３０２ａ、３０６
ａ、３１０ａにおいて保持する上記マニピュレーターの嵩および動きに起因して、器具の
エンドエフェクタの非常に小さい動きが可能であり、そしてカニューレおよび器具シャフ
トは、内視鏡の視野において外科手術部位を塞ぎ得ることがわかる。外科手術部位におけ
る器具の何らかの三角計量を回復させる目的で、これらの器具シャフトを交差させ、そし
てこれらの器具のリストを、何らかの制限された三角形量を提供するために使用する試み
がなされたが、この構成は、「逆の」制御スキーム（内視鏡の視野内で、右側のマスター
が左側のスレーブ器具を制御する、およびその逆）をもたらし、これは、直感的ではなく
、従って、直感的遠隔制御の優れた利点のいくらかを失う。真っ直ぐなシャフトのリスト
付き手動器具は、同様に、外科医が、交差させた手、または交差させた視線のいずれかの
、「逆の」方法で器具を動かすことを必要とする。さらに、腹腔鏡外科出については、１
つの切開を通して配置された複数の器具／カニューレに起因して、適切な気腹を維持する
ことの困難がある。
【００３４】
　手動器具を使用する単一ポート外科手術について、硬い湾曲した器具シャフトを使用し
て、三角軽量を改善する試みがなされている。このような湾曲したシャフトは代表的に、
複雑な「Ｓ」字型の屈曲を有し、これは身体内で、これらのシャフトが切開から離れ、次
いで外科手術部位に戻り、そして切開から離れて体外に出るように湾曲することを可能に
して、器具の取り扱いおよび外科医の手のための余地を提供する。これらの湾曲した器具
は、真っ直ぐなシャフトの手動器具より使用がさらに困難であるようである。なぜなら、
これらの湾曲したシャフトは、シャフトを動かすことによってか、または手動で操作され
るリスト機構を使用することによってかのいずれかで、外科医が器具のエンドエフェクタ
を正確に動かす能力をさらに制限するからである。例えば、縫合は、このような硬い湾曲
したシャフトの器具を用いると、極めて困難であるようである。さらに、このような湾曲
したシャフトの器具を切開と外科手術部位との間で直接挿入したり引き抜いたりする外科
医の能力は、これらの器具の形状に起因して制限される。さらに、これらの器具の形状に
起因して、硬い湾曲した器具を転がすことにより、外科医が知らない間に、この器具シャ
フトの一部分が組織に接触し得、そしておそらく組織を損傷し得る。
【００３５】
　ロボット外科手術システムを使用する単一ポート外科手術について、増加した制御可能
な自由度を外科手術器具に提供する方法が提唱されている。例えば、テレロボティクス技
術で制御される「蛇様」器具および関連する制御可能なガイド管の使用が、１つの切開を
通して外科手術部位にアクセスするための１つの方法として提唱されている。同様に、小
型の機械的な平行運動機構を備える器具の使用が提唱されている。例えば、米国特許出願
公開第２００８／００６５１０５Ａ１号（２００７年６月１３日出願）（最小侵襲性外科
手術システムを記載する）を参照のこと。このような器具は最終的に有効であり得るが、
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これらの器具はしばしば、機械的に複雑である。さらに、それらの増大したＤＯＦ起動要
件に起因して、このような器具は、既存のロボット外科手術システムと適合性がないかも
しれない。
【００３６】
　（湾曲カニューレシステム）
　図４Ａは、湾曲カニューレと受動的に可撓性である外科手術器具との組み合わせを支持
して移動させる、患者側ロボットマニピュレーターの一部分の概略図である。図４Ａに図
示されるように、テレロボティクス技術で操作される外科手術器具４０２ａは、力伝播機
構４０４ａ、受動的に可撓性であるシャフト４０６ａ、およびエンドエフェクタ４０８ａ
を備える。器具４０２ａは、ＰＳＭ２０４ａの器具キャリッジアセンブリ２１２ａに設置
される（先に記載された構成要素は、明りょうにするために概略的に図示される）。イン
ターフェースディスク４１４ａは、ＰＳＭ２０４ａのサーボアクチュエーターからの起動
力を結合させて、器具４０２ａの構成要素を動かす。エンドエフェクタ４０８ａは、説明
に役立つように、単一のＤＯＦで作動する（例えば、顎を閉じさせる）。エンドエフェク
タの１以上のＤＯＦ（例えば、縦揺れ、横揺れ；例えば、米国特許第６，８１７，９７４
号（２００２年６月２８日出願）（「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｐｏ
ｓｉｔｉｖｅｌｙ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎａｂｌｅ　Ｔｅｎｄｏｎ－Ａｃｔｕａｔｅｄ　Ｍｕ
ｌｔｉ－Ｄｉｓｋ　Ｗｒｉｓｔ　Ｊｏｉｎｔ」を開示する）を参照のこと。これは、本明
細書中に参考として援用される）を提供するためのリストは、任意のものであり、図示さ
れていない。多くの器具の実行は、このようなリストを含まない。このリストを省略する
ことにより、ＰＳＭ２０４ａと器具４０２ａとの間の起動力界面の数が簡単にされ、そし
てこの省略はまた、近位の力伝播機構４０４ａと遠位で起動される片との間に必要とされ
る力伝播要素の数（ならびに従って、器具の複雑さおよび寸法）を減少させる。
【００３７】
　図４Ａは、湾曲カニューレ４１６ａをさらに示し、この湾曲カニューレは、近位端４１
８ａ、遠位端４２０ａ、および近位端４１８ａと遠位端４２０ａとの間に延びる中心チャ
ネル４２２ａを有する。湾曲カニューレ４１６ａは、１つの実施形態において、硬い１片
のカニューレである。図４Ａに図示されるように、湾曲カニューレ４１６ａの近位端４１
８ａは、ＰＳＭ２０４ａのカニューレマウント２１６ａに設置される。使用中に、器具４
０２ａの可撓性シャフト４０６ａは、湾曲カニューレ４１６ａの中心チャネル４２２ａを
通って延び、その結果、可撓性シャフト４０６ａの遠位部分およびエンドエフェクタ４０
８ａは、外科手術部位４２４に達する目的で、カニューレ４１６ａの遠位端４２０ａを超
えて延びる。上記のように、ＰＳＭ２０４ａの機械的拘束（あるいは、ＰＳＭ２０４ａ用
の制御システムにおけるプログラムされたソフトウェア拘束）は、器具４０２ａおよび湾
曲カニューレ４１６ａを、カニューレ４１６ａに沿って位置する遠隔運動中心４２６（代
表的に、患者の体壁の切開の位置に配置される）の周りでの縦揺れおよび横揺れで動かす
。ＰＳＭ２０４ａのＩ／Ｏ起動（キャリッジ２１２ａにより提供される）は、器具４０２
ａをカニューレ４１６ａに通して挿入したり引き抜いたりして、エンドエフェクタ４０８
ａを内外に移動させる。器具４０２ａ、カニューレ４１６ａ、およびこれらの２つの構成
要素の制御の詳細は、以下に記載される。
【００３８】
　図４Ｂは、図４Ａの図に追加された、第二の湾曲カニューレと受動的に可撓性である外
科手術器具との組み合わせを支持して移動させる、第二の患者側ロボットマニピュレータ
ーを示す概略図である。第二のＰＳＭ２０４ｂ、器具４０２ｂ、および湾曲カニューレ４
１６ｂの構成要素は、図４Ａに記載されたものと実質的に類似であり、そして実質的に類
似の様式で機能する。しかし、湾曲カニューレ４１６ｂは、湾曲カニューレ４１６ａが湾
曲する方向とは逆の方向に湾曲する。従って、図４Ｂは、逆方向に湾曲する２つの湾曲カ
ニューレおよび関連する器具が、外科手術部位４２４に達するために患者の体壁４３０の
１つの切開４２８を通って延びるように配置されることを図示する。各湾曲カニューレは
、最初、この切開とこの外科手術部位との間の直線から離れる方向に角度を付け、次いで
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、この線の方に戻るように湾曲して、延長された器具をこの外科手術部位に方向付ける。
ＰＳＭ２０４ａおよび２０４ｂを縦揺れ、横揺れで操作することによって、これらの湾曲
カニューレの遠位端４２０ａ、４２０ｂがこれに従って移動し、従って、器具のエンドエ
フェクタ４０４ａおよび４０４ｂが、外科手術部位に対して（その結果、内視鏡の視野に
対して）移動させられる。これらの２つの湾曲カニューレと可撓性器具との組み合わせに
対する遠隔運動中心は同一ではないが、これらの遠隔運動中心は、両方が１つの切開４２
８に位置し得るために充分に近い（近接している）ことがわかる。
【００３９】
　図４Ｃは、図４Ｂの図に追加された、内視鏡を支持する内視鏡カメラマニピュレーター
を示す概略図である。先に使用されたいくつかの参照番号は、明りょうにするために省略
されている。図４Ｃに示されるように、ＥＣＭ２４２は内視鏡１１２を保持し、その結果
、この内視鏡は、２つの湾曲カニューレと可撓性器具との組み合わせと一緒に、１つの切
開４２８を通って延びる。内視鏡１１２は、カニューレマウント２５４によって支持され
る、従来のカニューレ２５２を通って延びる。いくつかの実施形態において、カニューレ
２５２は、体腔への通気を提供する。ＥＣＭ２４２は、内視鏡１１２の遠隔運動中心を切
開４２８に位置させるように配置される。上記のように、２つの湾曲カニューレと器具と
の組み合わせのための遠隔運動中心と、内視鏡１１２のための遠隔運動中心とは同じでは
ないが、これらの遠隔運動中心は、切開が過度に大きくされることなく、全てのものが１
つの切開４２８を通って延びることを可能にするために充分に近くに配置され得ることが
わかる。例示的な実施形態において、３つの遠隔中心が、図４Ｃに図示されるように、お
よそ直線上に配置され得る。他の実施形態（例えば、以下に記載される実施形態）におい
て、これらの遠隔中心は直線上には整列せず、それでもなお、充分に接近した群にされる
。
【００４０】
　図４Ｃはまた、ＰＳＭ２０４ａ、２０４ｂおよびＥＣＭ２４２が、互いに妨害すること
なく縦揺れおよび横揺れで動くための、有意に改善された体積を各々が有するように配置
され得ることを概略的に図示する。すなわち、真っ直ぐなシャフトの器具が使用される場
合、これらのＰＳＭは、１つの切開を通しての効果的な作業のために、これらのシャフト
をほぼ平行な関係で維持するために、一般に互いの近くの位置に留まらなければならない
。しかし、湾曲カニューレを用いると、これらのＰＳＭは、互いからさらに離れて配置さ
れ得、従って、各ＰＳＭは、一般に、真っ直ぐなシャフトの器具を用いるよりも比較的大
きい体積内で動き得る。さらに、図４Ｃは、外科手術部位４２６が内視鏡１１２の視野４
３０内で比較的妨害されないようにするために、外科手術器具のための改善された三角計
量を湾曲カニューレ４１６がどのように提供するかを図示する。
【００４１】
　図４Ｃは、ポート構造物４３２が切開４２８内に配置され得ることをさらに図示する。
カニューレ４１６ａ、４１６ｂ、および２５２がそれぞれ、ポート構造物４３２を通って
延びる。このようなポート構造物は、以下に詳細に記載されるような、種々の構成を有し
得る。
【００４２】
　図５は、湾曲カニューレと一緒に使用される代表的な可撓性器具５００の模式図である
。器具５００は、近位端の力伝播機構５０２、遠位端の外科手術用エンドエフェクタ５０
４、および力伝播機構５０２とエンドエフェクタ５０４とを結合するシャフト５０６を備
える。１つの実施形態において、シャフト５０６は、約４３ｃｍの長さである。いくつか
の実施形態において、シャフト５０６は受動的に可撓性であり、そして３つのセクション
（近位セクション５０６ａ、遠位セクション５０６ｃ、および近位セクション５０６ａと
遠位セクション５０６ｃとの間の中間セクション５０６ｂ）を備える。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、これらのセクション５０６ａ、５０６ｂ、５０６ｃは、
各々が、それらの異なる剛性により特徴付けられ得る。セクション５０６ａは、シャフト
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５０６の、力伝播機構５０２から湾曲カニューレ（この湾曲カニューレを通って、シャフ
ト５０６の他のセクションが延びる）に向かって延びる部分である。その結果、セクショ
ン５０６ａは、他のセクション５０６ｂ、５０６ｃと比較して、より剛性である。いくつ
かの実施形態において、セクション５０６ａは、事実上硬くあり得る。セクション５０６
ｂは、他の２つのセクション５０６ａ、５０６ｃと比較して、より可撓性である。セクシ
ョン５０６ｂの大部分は、外科手術手順中に湾曲カニューレ内にあり、従って、セクショ
ン５０６ｂは、湾曲カニューレの内壁との摩擦を低下させるために、比較的可撓性にされ
るが、手動制御またはサーボ制御される操作での挿入中に曲がるほどには可撓性にされな
い。セクション５０６ｃは、セクション５０６ｂと比較してより剛性である。なぜなら、
セクション５０６ｃは、この湾曲カニューレの遠位端から延びるからである。従って、セ
クション５０６ｃは、この湾曲カニューレの屈曲部を通して挿入され得るために充分に可
撓性にされるが、エンドエフェクタ５０４に対する充分な片持ち式の支持を提供するため
に充分に硬くされる。
【００４４】
　しかし、いくつかの実施形態において、シャフトセクション５０６ａ～５０６ｃの各々
は、同じ物理的構造を有する。各々が、同じ材料から構成され、そしてこの材料は、各セ
クションについて認容可能な曲げ剛性を有するように選択される。従って、これらのセク
ションは、同じ剛性を有する。このような器具シャフトは、一般に、費用が低い。なぜな
ら、例えば、これらの器具シャフトは、より少ない部品を有し、そして組み立てが容易で
あるからである。
【００４５】
　シャフトの転がりによるエンドエフェクタの転がりのＤＯＦを必要とする器具について
、これらの３つのセクション５０６ａ～５０６ｃは全て、この器具の近位端から遠位の外
科手術用エンドエフェクタ５０４へと転がり運動を伝播させるために、ねじれに対して充
分に硬い。例が、図８Ａ～図８Ｄを参照しながら以下に記載される。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、外側の材料がカニューレ内でのシャフトの摩擦を適度に
最小にするように選択された、器具シャフト（またはこのシャフトの、少なくともカニュ
ーレ内を移動する部分）の剛性は、ロボットが挿入および転がしを行い得る最大値に近い
。このような挿入および転がしの力は、人によって適度に制御され得る力より実質的に高
く、従って、このカニューレの遠位端から延びるこの器具の遠位セクションの剛性は、類
似であるが手で起動される湾曲カニューレシステムについての、手で操作される器具シャ
フトの剛性よりかなり高くされ得る。この特徴は、湾曲カニューレを通して作動する、手
で操作される器具がわずかに機能的または非機能的であり得る（例えば、手で操作される
シャフトの剛性が低すぎて、この器具が外科手術部位で効果的に働くことができない）状
況における、湾曲カニューレのロボット外科手術システムの使用を可能にする。また、い
くつかの実施形態において、この器具シャフトは（ｉ）適度に剛性であるシャフトでのロ
ボットの挿入および転がしの駆動能力を効果的に使用し、同時に（ｉｉ）このような適度
に剛性であるシャフトと特定のカニューレ湾曲寸法との間の摩擦がこのロボットの駆動能
力の利点を相殺することがないように、（例えば、１つ以上の特定の材料を選択すること
、および／または選択された材料を使用する様々なシャフト構成によって）「調整」され
る。従って、特定の器具は、ある湾曲半径および／または内径を有するカニューレと一緒
に使用するためのある剛性の可撓性シャフトを有し得、そして他の器具は、別の湾曲半径
および／または内径を有するカニューレと一緒に使用するための別の剛性のシャフトを有
し得る。例えば、特定のシャフト直径について、カニューレの湾曲半径およびカニューレ
－シャフト摩擦が反比例して変わると仮定すると、比較的大きい湾曲半径を有するカニュ
ーレと一緒に使用するために設計された器具についてのシャフトの剛性は、比較的小さい
湾曲半径を有するカニューレと一緒に使用するために設計された器具についてのシャフト
の剛性より大きくあり得る。種々の局面において、シャフトの横方向の（屈曲）剛性は、
約１ｌｂ・ｉｎ２（ＰＳＩ×ｉｎ４）～約４ｌｂ・ｉｎ２の範囲であり、そして１つの実
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施形態において、シャフトの横方向の剛性は、約２．０ｌｂ・ｉｎ２である。種々の局面
において、シャフトの回転剛性は、約１１ｌｂ・ｉｎ２より大きく、そして１つの実施形
態において、シャフトの回転剛性は、約２２．０ｌｂ・ｉｎ２である。約１～４ｌｂ・ｉ
ｎ２の範囲の横方向の剛性を有するシャフトの実施形態について、回転剛性の実用的な範
囲は、約１１ｌｂ・ｉｎ２～約６６ｌｂ・ｉｎ２の範囲である。
【００４７】
　主として摩擦に起因して、湾曲カニューレの屈曲半径が減少するにつれて、器具シャフ
トの剛性もまた低下しなければならない。等方性の材料が器具シャフトのために使用され
る場合、例えば、図８Ｃおよび図８Ｄに関連して説明されるように、カニューレの遠位端
から延びるシャフトの部分の剛性もまた低下する。いずれかの点で、シャフトの延長した
遠位端の剛性、または伝播機構とカニューレとの間のシャフト部分の剛性のいずれかが、
認容不可能なほど低くなり得る。従って、上記のように、ある範囲の剛性が、カニューレ
の屈曲半径および内径に依存して、一定寸法の等方性材料シャフトに対して規定され得る
。
【００４８】
　可撓性シャフト器具の遠位端に配置される外科手術器具のエンドエフェクタは、２つの
一般型のものである。エンドエフェクタの第一の型は、可動部品を有さない。このような
非可動エンドエフェクタとしては、例えば、吸引／洗浄（ｉｒｒｉｇａｔｉｏｎ）先端、
電気焼灼器フックまたは刃、プローブ、鋭利でない解剖器具、カメラ、レトラクタなどが
挙げられ得る。エンドエフェクタの第二の型は、ロボット制御下で起動される少なくとも
１つの可動構成要素を有する。このような可動構成要素のエンドエフェクタとしては、例
えば、把持具、針ドライバ、可動焼灼器フック、クリップアプライア、鋏（ｓｈｅａｒｓ
）（非焼灼と焼灼との両方）などが挙げられる。
【００４９】
　１つ以上の可動エンドエフェクタ構成要素は、種々の方法で起動され得る。１つの局面
において、２つの張力要素が、１つのエンドエフェクタ構成要素を起動させるために使用
され得る。このような「プル／プル」設計において、１つの張力要素が、このエンドエフ
ェクタ構成要素を１つの方向に動かし、そして第二の張力要素が、この構成要素を逆方向
に動かす。別の局面において、１つの圧縮／張力要素が、このエンドエフェクタ構成要素
を動かすために使用される。このような「プッシュ／プル」設計において、引くこと（張
力）が、この構成要素を１つの方向に動かすために使用され、そして押すこと（圧縮）が
、この構成要素を逆方向に動かすために使用される。いくつかの実施形態において、この
張力は、このエンドエフェクタ構成要素を、最も高い力を必要とする（例えば、顎を閉じ
る）方向に起動させるために使用される。
【００５０】
　図６Ａは、プル／プル器具設計の局面を図示する模式図である。図６Ａに示されるよう
に、器具の力伝播機構６０２は、グリップ型エンドエフェクタ６０４に、可撓性シャフト
本体６０６によって結合される。張力要素６０８は、シャフト本体６０６を通され、そし
てエンドエフェクタ６０４の可動構成要素を、伝播機構６０２内の、ロボットの起動力を
受ける構成要素（図示せず；以下を参照のこと）に結合する。張力要素６０８は、エンド
エフェクタの基部６１２と伝播機構６０２の裏板６１４との間に結合された力絶縁構成要
素６１０を通される。１つの実施形態において、シャフト本体６０６は、プラスチック管
（例えば、ポリアリールエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ））であり、張力要素６０８
は、ハイポチューブ（例えば、３１６ステンレス鋼（面を硬化されたもの）の、０．０２
８インチＯＤ×０．０２０ＩＤの、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）のディップ
コーティングを有するもの）であって、伝播機構とエンドエフェクタ構成要素とに結合さ
れたケーブル（例えば、０．０１８インチのタングステン）を両端に備えており、そして
力絶縁構成要素６１０は、コイル管（例えば、３００シリーズのステンレス鋼）である。
１つの実施形態において、３０４Ｖ（真空アークで再融解した）ステンレス鋼が使用され
る。なぜなら、その表面仕上げが他の３００シリーズのステンレス鋼よりも比較的滑らか
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であり、コイル管の内側に対してより低い摩擦をもたらすからである。シャフト本体６０
６は、エンドエフェクタ構成要素を動かす張力要素６０８に加わる張力負荷を受けないこ
とがわかる。なぜなら、この張力は、絶縁構成要素６１０の等しい逆向きの反作用力によ
り相殺されるからである。その結果、シャフト本体管６０６内のこのような張力要素と力
絶縁構成要素との２つの対は、プル／プルエンドエフェクタ起動設計のために使用され得
、この器具シャフトは、プル／プル起動中に、その設計された剛性の有効な変化も屈曲も
なしで、可撓性であるままであり、そして張力要素６０８に対する張力負荷は、シャフト
本体６０６の屈曲とは効果的に無関係である。
【００５１】
　図６Ｂは、プッシュ／プル器具設計の局面を図示する模式図である。図６Ｂに示される
ように、器具の力伝播機構６２０は、グリップ型エンドエフェクタ６２２に、可撓性シャ
フト本体６２４によって結合される。圧縮／張力駆動要素６２６が、シャフト本体６２４
を通され、そしてエンドエフェクタ６２２の可動構成要素を、伝播機構６２０内の、ロボ
ットの起動力を受ける構成要素（図示せず；以下を参照のこと）に結合する。１つ以上の
力絶縁構成要素６２８（代表的な２つが示される）もまた、シャフト本体６２４に通され
、そしてエンドエフェクタの基部６３０および力伝播機構の裏板６３２に結合される。１
つの実施形態において、シャフト本体６２４は、プラスチック管（例えば、ＰＥＥＫ）で
あり、駆動要素６２６は、中実棒（例えば、３０４Ｖステンレス鋼、０．０３２インチＯ
Ｄ、ＰＴＦＥのスプレーコーティングを備える）であり、そして力絶縁構成要素６２８も
また中実棒（例えば、３０４Ｖステンレス鋼、０．０３２インチＯＤ、ＰＴＦＥスプレー
コーティングを備える）である。シャフト本体６２４は、エンドエフェクタ構成要素を動
かす駆動要素６２６に対する圧縮も張力も受けないことがわかる。なぜなら、これらの駆
動力は、絶縁構成要素６２８の等しい逆向きの反作用力により相殺されるからである。そ
の結果、この器具シャフトは、プッシュ／プル起動中に、その所望の剛性の有効な変化も
屈曲も起こさずに、可撓性であるままであり、そして駆動要素６２６に対する駆動負荷は
、シャフト本体６２４の屈曲とは効果的に無関係である。器具シャフトをその長手方向軸
に沿って剛性にしてプッシュ／プル駆動負荷を絶縁することに加えて、力絶縁構成要素６
２８は、この器具シャフトの曲げ剛性を所望の値に効果的に増大させるように働き得る。
【００５２】
　図７Ａは、力伝播機構５０２の１つの実施形態の底面図である。図７Ａに示されるよう
に、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍにおいて使用される
外科手術器具の力伝播機構は、１つのみのインターフェースディスクを使用してこの器具
のリスト機構を制御するため、およびエンドエフェクタの顎（または他の可動部品）を制
御するために使用される機構を排除するために、改変されている。従って、１つの例示的
な実施形態において、１つのインターフェースディスク７０２ａがシャフト５０６を転が
して、エンドエフェクタ５０４に対する転がりのＤＯＦを提供し、そして第二のインター
フェースディスク７０２ｂがエンドエフェクタ５０４の顎機構を操作する。上記のように
、１つの実施形態において、伝播機構５０２の仕切りが、上記および以下に詳細に記載さ
れるように、器具シャフトを通って延びるコイル管を支持する。力伝播機構５０２は、Ｐ
ＳＭのために必要とされるいかなる機械的改変もなしで、ＰＳＭ２０４に結合され得る。
このことは、既存のロボット外科手術システムにおける湾曲カニューレの実行の費用を最
小にする特徴である。
【００５３】
　図７Ａはまた、力伝播機構５０２の実行が、導電性インターフェースピン７０４、およ
びインターフェースピン７０４に電気的に結合された電子データメモリ７０６を備え得る
ことを示す。器具５００およびその作動に関連するパラメータ（例えば、その器具が使用
された回数、制御のためのＤｅｎａｖｉｔ－Ｈａｒｔｅｎｂｅｒｇパラメータ（以下に記
載される）など）が、メモリ７０６に格納され得、そしてこの器具を適切に使用するため
に、操作中にロボット外科手術システムによりアクセスされ得る（例えば、米国特許第６
，３３１，１８１号（１９９９年１０月１５日出願）（外科手術用ロボットツール、デー
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タアーキテクチャ、および使用を開示する）を参照のこと。これは、本明細書中に参考と
して援用される）。１つの実施形態において、この器具が通って延びる湾曲カニューレに
特有の運動データもまた、メモリ７０６に格納され得、その結果、このシステムが、湾曲
カニューレ設置されたことを検出する場合（例えば、以下の図１０および関連する本文を
参照のこと）、このシステムは、格納されたカニューレデータにアクセスしてこのデータ
を使用し得る。１つより多くの湾曲カニューレの運動の構成（例えば、異なる長さ、屈曲
半径、屈曲角度など）が使用される場合、各許容される構成に特有のデータが、関連する
器具のメモリに格納され得、そしてこのシステムは、このカニューレが設置されている特
有のカニューレ構成についてのデータにアクセスし得、そしてこのデータを使用し得る。
さらに、いくつかの例において、ロボット外科手術システムが、可撓性器具が湾曲してい
るのではなく真っ直ぐなカニューレを保持するマニピュレーターに結合されたことを感知
する場合、このシステムは、この状況が不当な状態であり、操作を防止することを表明し
得る。
【００５４】
　図７Ｂは、プル／プル器具設計において使用される力伝播機構の代表的な実施形態の平
面図である。図７Ｂに示されるように、２つのコイル管７３０が、裏板７３２を押し付け
て配置される。２つの張力要素７３４が、これらのコイル管からこの裏板を通って延び、
そして開／閉キャプスタン７３６に通される。この開／閉キャプスタンは、矢印７３８に
示されるように回転して、これらの張力要素のうちの一方または他方を引く。図７Ｂはま
た、シャフトロールの代表的な実施形態（横向きに接続された螺旋状駆動歯車７４０およ
びシャフトロール歯車７４２）を図示する。ロール歯車７４２は、可撓性シャフトの本体
管の近位端を覆ってスエージ加工されたステンレス鋼アダプタに結合（例えば、レーザー
溶接）される。図７Ｂは、プラグ７４６と導電性張力要素７３４との間の、代表的な単極
電気焼灼エネルギー接続７４４をさらに図示する。さらに、図７Ｂは、本明細書中に記載
されるような器具および／または関連するカニューレのデータを含むメモリチップ７４８
、ならびにＰＳＭへの嵌合接触によって外科手術システムと接続する、このチップの関連
する電気端子７５０の代表的な配置を図示する。
【００５５】
　図７Ｃは、プッシュ／プル器具設計において使用される力伝播機構の代表的な実施形態
の平面図である。図７Ｃに示されるように、力絶縁棒７６０が、可撓性器具シャフトの近
位端から延び、そして裏板７６２と接合される。プッシュ／プル駆動要素棒７６４もまた
、器具シャフトの近位端から延び、そしてさらに裏板７６２を通って延びて、スライダー
７６６と結合される。この実施形態において、駆動要素棒７６４は、自由に回転するベア
リング７６８を使用して、直線のスライダー７６６と結合される。この自由に回転するベ
アリングは、器具シャフトが転がる際にこの駆動棒がねじれることを防止する（すなわち
、拘束されない転がりＤＯＦを提供する）。プッシュ／プル駆動歯車７７０は、レバー歯
車７７２と係合する。レバー歯車７７２は、リンク（オフセットクランク）７７４を用い
てスライダー７６６に結合される。駆動歯車７７０が矢印７７６により示されるように前
後に回転すると、スライダー７６６は、矢印７８０により示されるようにシャフト７７８
に沿ってスライドし、これによって、駆動要素７６４をこの器具シャフトの長手方向軸に
沿って移動させる。図７Ｃのシャフトの転がりの実施形態は、図７Ｂを参照しながら上に
記載された実施形態と実質的に類似である。
【００５６】
　図７Ｃはまた、器具シャフトの近位端の代表的なフラッシュ流体入口ポート７９０を示
す。図示される実施形態において、このフラッシュ流体ポートは、シャフト本体管をロー
ル歯車に結合するアセンブリから部分的に作製される。フラッシュ流体は、このシャフト
の内側の構成要素をきれいにするために、このポート内に方向付けられ得る。例えば、起
動用の駆動棒またはケーブルがこのシャフトの遠位端においてワイプシールを通って延び
得るとしても、少量の体液がこのシールを通過し得、そしてこのシャフト本体の内側に入
り得る。
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【００５７】
　図７Ｄは、プッシュ／プル器具設計において使用される力伝播機構の別の例示的な実施
形態の斜視図である。図７Ｄに示されるように、２つのピニオン駆動歯車７８２が、これ
らの間のラックギア７８４に係合する。図示において、このラックは丸いが、その代わり
に平坦なラックが使用されてもよい。プッシュ／プル駆動要素棒は、このラックに（例え
ば、上記のような自由に回転するベアリングを用いて）結合される。図７Ｄに図示される
実施形態は、力伝播機構の後方に向いて位置する２つの余分な駆動要素および関連するイ
ンターフェースディスク（図示せず；例えば、図７Ａを参照のこと）を使用し、そしてこ
れらの駆動要素は、逆方向に回転して、このラックをこの器具シャフトの長手方向軸に沿
って移動させる。この実施形態の設計は、より少ない部品を使用するので、図７Ｃに示さ
れる実施形態よりも高価ではなく、そして製造がより容易であるが、この図７Ｄの実施形
態は、余分な駆動要素を、ロボットマニピュレーターへの力伝播機構のインターフェース
において使用する。しかし、１つより多くの駆動要素を使用することの利点は、この機構
が、１つのみの匹敵する駆動要素を使用する場合と比較して、より大きい（例えば、２つ
の駆動要素が使用される場合と同じく、効果的に２倍の）力を加え得ることである。
【００５８】
　エンドエフェクタ構成要素を動かすために記載された原理が、可動リスト機構または他
の機構を器具シャフトの遠位端に備える器具において使用するために適合され得ることが
理解されるべきである。このようなリスト機構は、エンドエフェクタの配向が、シャフト
の位置を変えることなく変えられることを可能にする。
【００５９】
　種々の設計の局面が、可撓性器具シャフトのために使用され得る。以下の説明は、可動
エンドエフェクタ構成要素を備える器具のために使用される可撓性シャフトの例示的な実
施形態を開示し、そして記載される原理（例えば、補剛の方法）が、可動構成要素を備え
るエンドエフェクタを有さないシャフトに対して適合され得ることが、理解されるべきで
ある。これらの原理は、可動リスト機構または他の機構を器具シャフトの遠位端に備える
器具の局面に適合され得ることもまた理解されるべきである。
【００６０】
　図８Ａは、器具シャフト５０６の一部分の代表的な構造を示す、切り取り斜視図である
。２つの張力要素８０２ａ、８０２ｂが、シャフト５０６の遠位部分を通って延び、そし
てエンドエフェクタ（模式的に示される；例えば、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ器具において使用される５ｍｍ直径のクラスの外科手術用エン
ドエフェクタ）を作動させるために結合される。張力要素８０２ａ、８０２ｂは、別々で
あり得るか、またはこれらの張力要素は、例えばエンドエフェクタ内の滑車の周りに巻か
れる、同じ要素の部品であり得る。１つの実施形態において、張力要素８０２ａ、８０２
ｂは、０．０１８インチのタングステンワイヤである。図８Ａに示されるように、張力要
素８０２ａ、８０２ｂの近位端は、第二の張力要素８０４ａ、８０４ｂの遠位端に結合（
例えば、クリンプなど）され、これらの第二の張力要素は、シャフト５０６の大部分を通
ってさらに近位に延びる。１つの実施形態において、張力要素８０４ａ、８０４ｂは、０
．０３２インチのステンレス鋼のハイポチューブである。近位端（図示せず）において、
張力要素８０４ａ、８０４ｂは、類似の様式で結合されたワイヤを使用して、伝播機構５
０２に結合される。
【００６１】
　図８Ａに示されるように、張力要素８０４ａ、８０４ｂは、それぞれ支持管８０６ａ、
８０６ｂを通って延び、これらの支持管は、張力要素８０４ａ、８０４ｂを案内して、こ
れらの張力要素がシャフト５０６内で曲がったり捩れたりするしないようにする。１つの
実施形態において、支持管８０６ａ、８０６ｂは、ステンレス鋼（例えば、３０４Ｖ（摩
擦を低下させる真空融解））のコイル管（０．０３５インチの内径；０．０６５インチの
外径）であり、そして他の材料および構造が使用されてもよい。各張力要素がその支持管
の内側を滑る際の摩擦を低下させるために、摩擦低下シース８０８ａ、８０８ｂが、張力
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要素と支持管の内壁との間に配置される。１つの実施形態において、シース８０８ａ、８
０８ｂは、ＰＴＦＥであり、他の材料が使用されてもよい。両方の支持管８０６ａ、８０
６ｂが、１つの内側シャフト管８１０内に配置される。１つの実施形態において、平坦な
螺旋状のステンレス鋼ワイヤが、内側シャフト管８１０のために使用されて、転がり中の
ひずみ剛性を提供する。外側シャフト管８１２（例えば、編組されたステンレス鋼メッシ
ュ、またはシャフト構成要素を保護するために適切な他の材料）が、内側シャフト管８１
０を囲む。エラストマースキン８１４（例えば、Ｐｅｌｌｏｔｈａｎｅ（登録商標）、ま
たは他の適切な材料）が、外側シャフト管８１２を囲む。スキン８１４は、シャフト５０
６の内側構成要素が、外科手術中に例えば体液によって直接汚染されることから保護し、
そしてこのスキンは、シャフト５０６が湾曲カニューレ内で滑ることを容易にする。いく
つかの実施形態において、シャフト５０６は、約５．５ｍｍ（０．２２０インチ）の外径
である。
【００６２】
　１つの例示的な実施形態において、支持管と張力要素とのアセンブリは、ＰＴＦＥで浸
漬コーティングされて、摩擦を低下させる「シース」を提供し得る。コイル間の空間は、
浸漬コーティング材料により満たされて、管を形成する。別の例示的な実施形態において
、コイルが巻かれる前にワイヤが予めコーティングされ、次いで、このコイルが焼成され
て、このコーティングを再度融解して、隙間のない管を形成する。これらの管の端部は、
張力要素の周囲で密封されて、汚染物質（例えば、体液）が張力要素とコイル管との間か
ら入ることを防止し得る。
【００６３】
　シャフト５０６は、さらなる構成要素を備え得る。図８に示されるように、例えば、い
くつかの実施形態において、１本以上の補剛棒８１６が、シャフト５０６の種々の部分を
通って延びる。棒８１６の数、サイズ、および組成は、上記のような部分５０６ａ～５０
６ｃの種々の剛性を提供するために、変えられ得る。例えば、いくつかの実施形態におい
て、棒８１６は、ステンレス鋼である。さらに、いくつかの実施形態は、別の材料の１本
以上のさらなる棒８１８が、シャフト５０６の１つ以上の部分を通って延び得る。例えば
、図８Ａは、ＰＥＥＫの第二の棒を示し、この第二の棒は、１つの実施形態において、遠
位セクション５０６ｃを通って延びて、棒５１６から得られる剛性に加えて剛性を提供す
る。さらに、例えば吸引および／または洗浄（ｉｒｒｉｇａｔｉｏｎ）あるいは洗浄（ｃ
ｌｅａｎｉｎｇ）のためのフラッシングを提供するための、１本以上の補助的な管が、補
剛棒に加えてかまたは補剛棒の代わりに、シャフト５０６に含まれ得る。さらに、さらな
る張力要素が、例えば、器具シャフトの遠位端の任意の多ＤＯＦリスト機構を操作するた
めに、含まれ得る。
【００６４】
　図８Ｂは、器具シャフト設計の別の実施形態の断面模式斜視図である。図８Ｂに示され
るように、ＰＴＦＥコーティングを備える２つのハイポチューブ張力要素８２０が、力絶
縁コイル管８２２内に配置されている。必要に応じてのフッ素化エチレンプロピレン（Ｆ
ＥＰ）絶縁層が、これらのコイル管を囲み得る。ＰＥＥＫの本体管８２４が、これらの張
力要素およびコイル管を囲み、そしてＦＥＰの熱収縮スキン８２６が、この本体管を囲む
。必要に応じてのフラッシュ管８２８が、本体管８２４の内側に配置され得、そしてこの
シャフトの近位端からの洗浄流体が、この洗浄管を通ってこのシャフトの遠位端まで移動
し、次いでこの本体管を通って戻って、例えば、汚染している体液を洗い流すように、構
成される。それにもかかわらず、これらの器具の材料は、この器具が滅菌のためにオート
クレーブ処理され得るように、選択される。
【００６５】
　図８Ｃは、器具シャフト５０６の一部分の第二の代表的な構造を示す、切り取り斜視図
である。張力要素８３０ａ、８３０ｂ、８３２ａ、および８３２ｂは、上記張力要素８０
２ａ、８０２ｂ、８０４ａ、および８０４ｄと類似である。これらの張力要素は、各々が
、マルチチャネル支持管８３４内の個々のチャネルを通る。１つの実施形態において、管
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８３４は、複数のチャネル８３６を有するＦＥＰ押出し物であり、他の材料が使用されて
もよい。ＦＥＰは、張力要素が滑る低摩擦表面を提供する。上で開示された補剛棒と類似
の、１本以上の補剛棒（図示せず）が、支持管８３４の種々の他のチャネル８３６を通っ
て、器具シャフトセクション５０６ａ～５０６ｃに対する所望の剛性を提供し得る。７チ
ャネル管８３４（中心チャネルの周りに配置された６つのチャネル）が図８Ｃに示されて
おり、そして補剛棒または他の要素が、このチャネルに挿入され得る。さらなるケーブル
（例えば、シャフト５０６の遠位端の任意の多ＤＯＦリスト機構を操作するためのもの）
が、管８３４の他のチャネルに通され得る。あるいは、他の機能（例えば吸引および／ま
たは洗浄）が、これらのチャネルを通して提供され得る。
【００６６】
　図８Ｃは、支持管８３４を囲んで軸方向の剛性および捩れ剛性をシャフト５０６に提供
する、シャフト本体管８３８（例えば、押し出されたＰＥＥＫまたは他の適切な材料）を
さらに示す。外側のスキンまたはコーティング８４０が、本体管８３８を囲んで、シャフ
ト５０６が湾曲カニューレの内側で滑る際の摩擦を低下させ、そしてこのシャフトの構成
要素を保護する。１つの実施形態において、スキン８４０は、本体管８３８の周囲で熱収
縮させられた、ＦＥＰの０．００５インチの層であり、他の適切な材料が使用されてもよ
い。図８Ｃに示される構造の１つの実施形態において、シャフト５０６の外径は、約５．
５ｍｍ（０．２２０インチ）であり、約５．０ｍｍの外径および約３．５ｍｍの内径を有
する１つの押出しＰＥＥＫ本体管を用いる。ＰＥＥＫは、その剛性（弾性率、すなわちヤ
ング率）が、器具のＩ／Ｏが重大な方法で影響を受けないように、湾曲カニューレ内での
摩擦を制限するために充分に低い半径方向の力で屈曲することを可能にするために充分に
低いが、その弾性率が、湾曲カニューレの遠位端を超えて延びるシャフトの遠位部分５０
６ｃが伝播機構とカニューレの近位端との間のシャフトの任意の部分が曲がることに抵抗
し、そして充分な剛性および精度で器具シャフトの長さに沿った転がり運動およびトルク
を伝播するために、良好な片持ち梁剛性を提供するために充分に高いので、使用される。
【００６７】
　図８Ｄは、なお別の実施形態の可撓性器具シャフトの設計を示す、模式透視斜視図であ
る。図８Ｄに示されるように、プッシュ／プル駆動要素８５０は、マルチチャネル管８５
４の中心チャネル８５２を通って延び、このマルチチャネル管は、上記管８３４と類似で
ある。上記のような３つの力絶縁／補剛棒８５６が、この中心チャネルを囲むチャネル８
５８のうちの３つを通って延びる。図８Ｄに示されるように、棒８５６の遠位端は、これ
らのチャネル内に嵌るステンレス鋼栓を備える。図示される実施形態において、この中心
チャネルを囲む残りの３つのチャネル８６０は、開いたままであり、そしてフラッシュ流
体チャネルとして使用される。しかし、他の実施形態において、他の要素が、チャネル８
６０のうちの１つ以上に通され得る。周囲の器具シャフト本体管およびスキンは、明りょ
うにするために、この図から省略されている。
【００６８】
　図９Ａは、可撓性シャフト器具の遠位端の実施形態の分解斜視図である。図９Ａに示さ
れるように、２つのコイル管９０２が、遠位端キャップ９０４に結合される。これらのコ
イル管は、上記のような外側スキン９０８を備える本体管９０６の内側に配置される（張
力要素は図示されない）。張力要素シール９１０が、エンドキャップ９０４に嵌められ、
そしてこれらの張力要素は、シール９１０を通って延び、このシールは、流体がコイル管
に入ることを防ぐ。１つの例示的な実施形態において、シール９１０は、成形されたシリ
コーンワイプシールである。アダプタキャップ９１２が、この本体管の遠位端を覆って配
置され、そしてエンドエフェクタＵリンク９１４が、このアダプタキャップに結合される
。
【００６９】
　図９Ｂは、図９Ａに図示される実施形態の断面図である。図９Ｂにおいて、エンドキャ
ップ９０４は、このキャップが本体管９０６の内側に嵌め込まれる（ｓｗａｇｅ）ことを
可能にする、隆起９１６を備えることがわかる。コイル管９０２が、キャップ９０４に押
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し付けて配置され、そして張力要素ケーブル９１８が、キャップ９０４およびシール９１
０に通される。アダプタキャップ９１２が、本体管９０６を覆って嵌め込まれ、そして例
示的な実施形態において、このアダプタキャップは、ＦＥＰの熱収縮スキン９０８がキャ
ップ９１２の一部分を覆うことを可能にするために、テーパ状である。エンドエフェクタ
Ｕリンク９１４が、アダプタキャップ９１２に結合（例えば、レーザー溶接）される。図
示されないが、１つのＵリンクおよびアダプタキャップ片（図示せず）が、キャップ９１
２およびＵリンク９１４の代わりに用いられ得る。この１つの片は、レーザー溶接を排除
することによって、製造費用および複雑さを低下させる。
【００７０】
　図９Ｃは、可撓性シャフト器具の遠位端にあり得るプル／プル型エンドエフェクタを図
示する模式図である。図９Ｃに図示されるように、一方のケーブルを引くとエンドエフェ
クタの顎が開き、そして他方のケーブルを引くとエンドエフェクタの顎が閉じる。
【００７１】
　図９Ｄは、可撓性シャフト器具の遠位端の別の実施形態の分解斜視図である。図９Ｄに
示されるように、エンドキャップ９２０は、シャフト本体管９２２の遠位端の内側に嵌る
。ワイプシール９２４が、エンドキャップ９２０の開口部を覆い、そしてプッシュ／プル
駆動棒コネクタ９２６が、エンドキャップ９２０およびシール９２４を通って延びて、エ
ンドエフェクタの可動構成要素と結合する。エンドエフェクタＵリンクおよび取り付けキ
ャップアセンブリ９２８が、シャフト本体管９２２の端部を覆って嵌る。これらの構成要
素は、図９Ｂに関連して記載された様式と類似の様式（例えば、スエージ加工の使用など
）で組み立てられる。駆動棒コネクタのための、シール９２４の開口部は、わずかに小さ
くされ、そしてアセンブリ９２８をシャフト本体管に嵌め込む前にこのシールを圧縮して
、このシールをこの駆動棒コネクタの周りでさらに閉じる。
【００７２】
　図９Ｅは、可撓性シャフト器具の遠位端にあり得るプッシュ／プル型エンドエフェクタ
を図示する模式図である（代表的なクリップアプライアのエンドエフェクタが示されてい
る）。図９Ｅに図示されるように、駆動棒を押すとエンドエフェクタの顎が閉じ、そして
この駆動棒を引くとエンドエフェクタの顎が開く。
【００７３】
　図９Ｆは、洗浄を容易にするように設計されたエンドキャップの１つの実施形態の模式
斜視図である。上記のような２つのコイル管が、開口部９４０において、エンドキャップ
と接合されている。上記のような２つのフラッシュ流体管が、開口部９４２において、こ
のエンドキャップと接合されている。細長いボア９４４が、開口部９４０、９４２の各々
と交差するように、このエンドキャップに配置される。このボアの両端は、エンドキャッ
プと本体管との間での嵌め込み接続によってシールされ、従って、チャンバが形成される
（嵌め込み隆起は、明りょうにするためにこの図から省略されている）。洗浄用の流体が
、フラッシュ管を介して器具シャフトを遠位に通って移動し、このチャンバに入り、そし
て洗浄のために、これらのコイル管の内側を通るように再度近位に方向付けられる。同様
に、プッシュ／プル型の器具の実施形態において、遠位端チャンバは、マルチチャネル支
持管の１つ以上のチャネルを通して洗浄用流体を受容し、そして洗浄のために、この流体
を中心チャネルに通すように再度方向付けて、汚染物質を洗い流す。
【００７４】
　図１０は、代表的な湾曲カニューレ４１６の模式図である。図１０に示されるように、
カニューレ４１６は、設置セクション１００２およびカニューレ本体セクション１００４
を備える。設置セクション１００２は、ロボットシステムマニピュレーター（例えば、Ｐ
ＳＭ２０４）に設置されるように構成される。いくつかの実施形態において、１つ以上の
構造物１００６が、このマニピュレーターのカニューレマウントのセンサ１００８により
感知されるように、設置セクション１００２に配置される。センサ１００８により感知さ
れるような構造物１００６の存在は、例えば、カニューレが適切に設置されたこと、およ
びカニューレの型（例えば、真っ直ぐであるか湾曲しているか、カニューレの長さ、湾曲
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の半径など）を示し得る。１つの実施形態において、構造物１００６は、隆起した環状金
属リングであり、そして対応するセンサ１００８は、ホール効果センサである。
【００７５】
　設置セクション１００２はまた、機械的キー構造物１００９を備え、この機械的キー構
造物は、このマニピュレーター上の対応する構造物と嵌合して、このカニューレがこのマ
ニピュレーターの挿入軸に対して適切な配向で設置されることを確実にする。この様式で
、例えば、「左」に湾曲するカニューレおよび「右」に湾曲するカニューレが作製され得
る。さらに、左に湾曲した配向と右に湾曲した配向とを区別するために、キー付きの構造
物が使用されて、器具が外科手術部位に所望の角度で近付くように、このカニューレがマ
ニピュレーターマウントにおいて適切な角度で転がされることを確実にし得る。当業者は
、多くの種々の機械的キー構造物（例えば、嵌合するピン／穴、タブ／溝、および球／移
動止めなど）が使用され得ることを理解する。図１０Ａは、一例のキー構造物を図示する
。図１０Ａに示されるように、キー構造物１０３０は、湾曲カニューレ用の設置ブラケッ
ト１０３２の面に取り付けられる（例えば、溶接される）。キー構造物１０３０は、ロボ
ットマニピュレーターのカニューレ設置ブラケットの一部分を受容する凹部１０３４、な
らびに２つの垂直な整列ピン１０３６ａおよび１０３６ｂを備える。整列ピン１０３６ａ
および１０３６ｂは、マニピュレーターの設置ブラケットの対応する整列穴と嵌合して、
このマニピュレーターに対するこのカニューレの適切な転がり配向を確実にする。
【００７６】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、外科医のコンソールの３－Ｄディスプレイ１１０４に見る
ことができるような、２つの湾曲カニューレの遠位端１１０２ａおよび１１０２ｂの模式
図である。この３－Ｄディスプレイは、内視鏡の視野に捕捉された画像を出力する。この
ディスプレイにおいて、これらの湾曲カニューレは、内視鏡から離れる方に延びて、器具
１１０６ａおよび１１０６ｂが外科手術部位で組織１１０８に達することを可能にする。
これらのカニューレは、種々の転がり角度でそれらのマニピュレーターに設置され得るか
、またはこれらのマニピュレーターが、外科手術中に配向され得、その結果、これらの器
具は、外科手術部位に種々の角度で達する。従って、カニューレの転がり配向は、数種の
方法で記載され得る。例えば、カニューレの転がり角度は、互いに対して記載され得る。
図１１Ａは、１つの実施形態において、これらのカニューレが、それらの遠位湾曲部がお
よそ１つの共通面内にあるように配向され得、その結果、これらの器具が外科手術部位に
向かって正反対の角度から延びることを示す。図１１Ｂは、１つの実施形態において、こ
れらのカニューレが、それらの遠位湾曲部が互いに対して角度を付けた（例えば、図示さ
れるような約６０°）面内にあるように配向され得、その結果、これらの器具が外科手術
部位に向かってずれた角度で延びることを示す。カニューレの湾曲面に関連する多くの角
度（例えば、１２０°、９０°、４５°、３０°、または０°）が可能である。カニュー
レの転がり配向を表現するための別の方法は、カニューレの湾曲部を含む面と、マニピュ
レーターの自由度のうちの１つ（例えば、縦揺れ）についての運動の面との間の角度とし
て、この転がり配向を定義することである。例えば、カニューレは、その曲線が、そのマ
ニピュレーターの縦揺れＤＯＦに対して３０°の角度の面内にあるように、設置され得る
。
【００７７】
　従って、図１１Ｂに示されるような器具のカニューレの位置を得るための１つの例示的
な方法は、これらの２つのＰＳＭを、それらの縦揺れ運動面（これらの面はわずかにずれ
ており、これらの２つのカニューレは、それらの運動中心で交差しない）がほぼ平行にな
るようにして、互いに面するように配置することである。互いに面するように配置するこ
とである。次いで、各湾曲カニューレが、その対応するＰＳＭの縦揺れ運動面に対して約
３０°で配向される。図１１Ｃは、２つのＰＳＭ　２０４およびＥＣＭ　２４２が、湾曲
カニューレ４１６を図１１Ｂを参照しながら上で記載されたように配置するための形にさ
れている、代表的な構成のｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅ
ｍのの平面図である。図１１Ｃにおいて、真っ直ぐなカニューレおよび器具を１つの身体
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開口部において使用するのとは異なり、湾曲カニューレを有するＰＳＭは、衝突すること
なく動き得る適度に大きい体積を有し、この体積は、これらの器具が外科手術部位におい
て動き得る、対応するより大きい体積を提供することがわかる。
【００７８】
　図１０を再度参照すると、カニューレ本体セクション１００４は、いくつかの実施形態
において、近位セクション１００４ａ、中間セクション１００４ｂ、および遠位セクショ
ン１００４ｃに分割される。近位セクション１００４ａは真っ直ぐであり、そしてその長
さは、支持するＰＳＭのために充分な動きのクリアランスを提供するために充分にされる
。中間セクション１００４ｂは、マニピュレーターの位置から、必要な器具の三角計量を
外科手術部位提供するために、湾曲している。この三角計量は、有意な衝突なしで、外科
手術作業を完了するために充分な範囲の動きを提供する。１つの実施形態において、中間
セクション１００４ｂは、５インチの屈曲半径で、６０°湾曲している。他の湾曲角度お
よび屈曲半径が、特定の外科手術手順について使用され得る。例えば、１つのカニューレ
長、湾曲角度、および屈曲半径は、特定の切開点（例えば、臍にある）から１つの特定の
解剖学的構造体（例えば、胆嚢）まで達するために最もよく適し得、一方で、別のカニュ
ーレ長、屈曲角度、および／または屈曲半径は、特定の切開点から第二の特定の解剖学的
構造体（例えば、虫垂）まで達するために最もよく適し得る。さらに、いくつかの実施形
態において、それぞれが異なる長さおよび／または屈曲半径を有する２つのカニューレが
、使用され得る。
【００７９】
　湾曲セクションの内壁と、その内側を滑る可撓性器具との間の、比較的きついクリアラ
ンスは、この湾曲セクションの断面が、その長さ全体にわたって円形またはほぼ円形の形
状であることを必要とする。いくつかの実施形態において、湾曲カニューレは、３０４ス
テンレス鋼（加工硬化されている）から作製され、そして湾曲セクション１００４ｂは、
例えば、屈曲設備、またはコンピュータ数値制御（ＣＮＣ）管曲げ機械を使用して屈曲さ
せられる。５．５ｍｍ（０．２２０インチ）の外径の器具については、いくつかの実施形
態において、その湾曲カニューレの内径は、約０．２３９インチにされ、この内径は、器
具シャフトのための良好な滑り性能を依然として提供する内径を製造する際の変動に対し
て、認容可能な許容差を提供する。
【００８０】
　遠位セクション１００４ｃは、このカニューレ本体の短い直線状のセクションである。
図１２Ａを参照すると、器具シャフトの外径とカニューレの内径との間の小さい空間（強
調のために誇張して示される）、および器具シャフトの弾力性（受動的に可撓性であるが
、真っ直ぐになろうとする傾向を維持し得る）に起因して、この器具シャフトの遠位セク
ション１２０２は、このカニューレの遠位端の外側リップに接触することがわかる。その
結果、この湾曲カニューレが湾曲セクション１００４ｂで終わる場合、この器具の遠位セ
クション１２０２は、カニューレの延長した中心線１２０４に対して比較的大きい角度（
再度、誇張して示される）で、このカニューレの外に延びる。さらに、器具シャフトと外
側リップとの間の角度は、器具の引き抜き中に、増大した摩擦（例えば、擦れる）を引き
起こす。しかし、図１２Ｂに示されるように、遠位セクション１００４ｃをこのカニュー
レに追加することによって、遠位セクション１２０２とカニューレの延長した中心線１２
０４との間の角度が小さくなり、そしてまた、外側リップと器具シャフトとの間の摩擦が
小さくなる。
【００８１】
　図１２Ｃに示されるように、いくつかの実施形態において、スリーブ１２０６が、遠位
セクション１００４ｃの遠位端に挿入される。スリーブ１２０６は、この湾曲カニューレ
の内径をその遠位端において細くし（ｎｅｃｋ　ｄｏｗｎ）、そしてこの器具シャフトの
遠位セクション１２０２を、このカニューレの延長した中心線１２０４の近くに延ばすこ
とをさらに補助する。いくつかの実施形態において、スリーブ１２０６の外側リップは丸
みを帯びており、そしてスリーブ１２０６の内径は、器具シャフトの外径に比較的近い。
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このことは、器具の引き抜き中に組織が器具シャフトとカニューレとの間に挟まることを
防止することによって、可能な組織損傷を減少させることを補助する。いくつかの実施形
態において、スリーブ１２０６は、３０４ステンレス鋼から作製され、そして約０．５イ
ンチの長さであり、内径は約０．２２５インチである。スリーブ１２０６はまた、摩擦低
下材料（例えば、ＰＴＦＥ）から作製され得る。代替の実施形態において、別のスリーブ
１２０６を使用するよりもむしろ、類似の効果を得るために、湾曲カニューレの遠位端が
スエージ加工されて、カニューレの内径を減少させ得る。遠位セクション１００４ｃを細
くする他の方法としては、例えば、このカニューレ管を細くすること、またはより小さい
直径の管をこのカニューレ管の端部に溶接することが挙げられる。
【００８２】
　種々の長さの真っ直ぐな遠位セクションが、可撓性器具のための支持を種々の作業深さ
で提供するために使用され得る。例えば、１つのカニューレは、特定の屈曲半径を有する
湾曲セクションおよび比較的短い真っ直ぐな遠位セクションを有し得、そして第二のカニ
ューレは、同じ特定の屈曲半径を有する湾曲セクションを有し得るが、比較的長い真っ直
ぐな遠位セクションを有し得る。この比較的長い真っ直ぐな遠位セクションを有するカニ
ューレは、その関連する器具を、患者内の比較的遠い外科手術部位に達するように配置す
るために使用され得、そしてこの比較的短い真っ直ぐな遠位セクションを有するカニュー
レは、その関連する器具を、１つのポートの入口位置に比較的近い外科手術部位に達する
ように配置するために使用され得る。以下に記載されるように、これらの同じに湾曲した
カニューレの各々の制御の局面は、効果的に同じであり得るので、いくつかの実施形態に
おいて、各カニューレは、外科人員にその真っ直ぐな遠位セクションの長さを示すために
、明確に標識（印、色分けなど）を付けられる。
【００８３】
　種々の真っ直ぐな遠位セクションの長さが、同じ湾曲のセクションを有するカニューレ
のために使用され得、そしてこれらの種々の遠位セクションの長さは、そのシステムに見
分けられないかもしれないので、カニューレ内の器具の挿入深さに関するこのシステムの
情報は、カニューレの遠位端に対するその器具の遠位端の位置を正確に見分けないかもし
れない。この状況は、電気焼灼器具の使用などの状況に関して、問題であり得る。電気焼
灼器具の使用において、安全のために、この器具は、その遠位端（すなわち、電気焼灼エ
ンドエフェクタおよびあらゆる関連する露出したエネルギーを与えられる部品）が導電性
湾曲カニューレの遠位端を通過するまで、エネルギーを与えられるべきではない。従って
、いくつかの局面において、カニューレ端部クリアランス検出システムが、器具の遠位部
分がカニューレの遠位端を安全に通過したことを決定するために、使用される。
【００８４】
　図１０Ｂは、カニューレ端部クリアランス検出システムの１つの実施形態を図示する概
略図である。図１０Ｂに示されるように、器具の遠位部分１０４０は、まだカニューレ１
０４２の遠位直線状セクションの中にある。遠位部分１０４０は、電気焼灼エンドエフェ
クタ１０４４を備え、この電気焼灼エンドエフェクタは、電気焼灼エネルギーをエネルギ
ー制御器１０４６から受け取る。遠位部分１０４０はまた、検出器アセンブリ１０４８を
備え、この検出器アセンブリは、図１０Ｂにおいて、例えば、光学反射センサとして図示
されている（ホール効果センサなどの種々の他のセンサの型が使用され得る）。センサ構
成要素１０５０ａにより発生する光がカニューレ１０４２の内壁から反射し、そしてセン
サ構成要素１０５０ｂにより受光される（器具とカニューレとの間に小さいギャップがあ
り、このギャップが、反射光路を提供する）。エネルギー制御器１０４６が検出器アセン
ブリ１０４８に結合され、従って、この検出器アセンブリは、この器具の遠位端がこのカ
ニューレの遠位端の中にあるかこの遠位端を通過したかを示す。この器具の遠位端がこの
カニューレの遠位端を越えて挿入されると（破線で示されるように）、エネルギー制御器
１０４６は、検出器アセンブリ１０４８から指示を受け、そしてエンドエフェクタ１０４
４にエネルギーを与える。クリアランス検出システムの実行が、種々の器具のために使用
され得（例えば、レーザー器具のための活性化安全性、器具の引き抜きのための機械的リ
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ストアセンブリの自動配置など）、そして１つ以上のセンサが、その代わりに、カニュー
レに、または器具とカニューレとの両方に、配置され得る。
【００８５】
　図１３は、湾曲カニューレと可撓性器具との組み合わせの代替の実施形態を図示する概
略図である。上記のような簡単なＣ字型の屈曲部の代わりに、湾曲カニューレ１３０２は
、複雑なＳ字型の屈曲部（二次元（ｐｌａｎａｒ）または三次元（ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ
）のいずれか）を有する。１つの例示的な実施形態において、各屈曲部は、約３インチの
屈曲半径を有する。遠位屈曲セクション１３０４は、外科手術器具のための三角計量を提
供し、そして近位屈曲部１３０６は、例えば、ＰＳＭ２０４ｂのため（あるいは、手動で
の実行においては、外科手術器具のハンドルおよび外科医の手のため）のクリアランスを
提供する。図示されるように、ロボットで制御される外科手術器具４０２ｂの受動的に可
撓性であるシャフト４０４ｂは、湾曲カニューレ１３０２を通り、そしてカニューレの遠
位端１３０８を越えて延びる。第二の湾曲カニューレと可撓性器具との組み合わせは、明
りょうにするために、図面から省略されている。Ｓ字型の湾曲カニューレの使用は、本明
細書中に開示されるような、Ｃ字型の湾曲カニューレの使用と類似である。しかし、Ｓ字
型のカニューレについては、内視鏡の視野について規定された参照枠内で、この器具を制
御するマニピュレーターは、外科手術部位の、対応するエンドエフェクタと同じ側に位置
する。Ｓ字型のカニューレにおける複数の屈曲部は、器具シャフトとカニューレ壁との間
の接触を、そのカニューレの長さに沿って、Ｃ字型のカニューレよりも多い点で引き起こ
し、各点における垂直方向の力は類似であるので、この器具とこのカニューレとの間のＩ
／Ｏおよび転がり摩擦は、Ｓ字型のカニューレにおいて、比較的高い。
【００８６】
　本明細書中に記載される湾曲カニューレは、硬いと記載される。これは、これらの湾曲
カニューレが使用中に効果的に硬いことを意味する。特定の材料または機構が、１つの湾
曲形状に屈曲し得、次いでその後、別の湾曲形状に再度屈曲し得ることは、周知である。
例えば、多数の短いリンクの可撓性管は、摩擦がこれらのリンクが互いに対して動くこと
を防止するように、これらのリンクをその管の長手方向軸に沿って圧縮することによって
、効果的に形状固定（ｒｉｇｉｄｉｚｅ）され得る。または、内側管および外側管が、互
いに対してスライドすることを防止するように、一緒に半径方向に圧縮され得る。例えば
、米国特許第５，２５１，６１１号（１９９１年５月７日出願）（「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎ
ｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ　Ｅｘｐｌｏｒａｔｏｒｙ　Ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」を開示する）および米国特許出願公開第ＵＳ２００８／００９１１
７０Ａ１号（２００６年６月３０日出願）（「Ｃａｎｎｕｌａ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｆｒｅｅ－Ｓｐａｃｅ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｅ」
を開示する）を参照のこと。これらの両方は、本明細書中に参考として援用される。さら
に、いくつかの実施形態において、本明細書中に記載されるような湾曲カニューレの湾曲
セクションは、種々の湾曲形状に再屈曲可能（再配置可能）であり得る。この湾曲形状に
ついての運動パラメータ（これらのパラメータは、下記のような制御のために必要である
）を決定する目的で、公知の感知技術が使用され得る。このような技術としては、この湾
曲セクションを再屈曲させるために使用される緊張材についての運動位置（またはこれら
の緊張材自体の変位）を測定すること、あるいは光ファイバー形状感知を使用して湾曲形
状を決定することが挙げられる。例えば、米国特許第５，７９８，５２１号（１９９７年
２月２７日出願）（「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕ
ｒｉｎｇ　Ｓｔｒａｉｎ　ｉｎ　Ｂｒａｇｇ　Ｇｒａｔｉｎｇｓ」を開示する）、米国特
許出願公開第ＵＳ２００６／００１３５２３Ａ１号（２００５年７月１３日出願）（「Ｆ
ｉｂｅｒ　Ｏｐｔｉｃ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｈａｐｅ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｒｅｌａｔｉｎｇ　Ｔｈｅｒｅｔｏ」を開示する）、
米国特許出願公開第ＵＳ２００７／０１５６０１９Ａ１号（２００６年７月２０日出願）
（「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒ　Ｂｒａｇｇ　Ｇｒａｔｉｎｇｓ」を
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開示する）、および米国特許出願公開第ＵＳ２００７／００６５０７７Ａ１号（２００６
年９月２６日出願）（「Ｆｉｂｅｒ　Ｏｐｔｉｃ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｈａｐ
ｅ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｒｅｌａｔｉｎｇ　Ｔｈｅ
ｒｅｔｏ」を開示する）を参照のこと。これらの全ては、本明細書中に参考として援用さ
れる。
【００８７】
　上に記載された種々の局面および実施形態は、２つの湾曲カニューレを使用して、外科
手術部位におけるこれらの湾曲カニューレの関連する可撓性シャフト器具についての三角
計量を提供することに集中した。しかし、いくつかの局面および実施形態において、１つ
の湾曲カニューレおよびその関連する可撓性シャフト器具が、直線状カニューレおよびそ
の関連する硬いシャフト器具と一緒に使用され得る。このような実施形態は、２つの湾曲
カニューレの実施形態よりも、少ない器具の三角計量を外科手術部位において提供し、そ
して内視鏡の外科手術部位の画像をより大きい程度まで遮断し得るが、湾曲カニューレと
直線状カニューレとの組み合わせは、特定の解剖学的領域において外科手術を実施するた
めに、有利であり得、そして依然として必要であり得る。図１１Ｃを参照すると、例えば
、湾曲カニューレ外科手術システムの１つの例示的な使用において、左側のＰＳＭ２０４
ならびにその関連するカニューレおよび器具は、１つの身体開口部から一時的に除去され
得、そしてさらなる左側のＰＳＭ（部分的に格納された位置で示されている）が、その関
連する直線状カニューレおよび真っ直ぐなシャフトの器具を、１つの身体開口部内に配置
するための形にされ得る。
【００８８】
　さらに、上記局面および実施形態は、真っ直ぐな硬い内視鏡の例示的な使用に集中した
。しかし、他の局面および実施形態において、湾曲した内視鏡カニューレが使用され得、
そして可撓性シャフトのカメラ器具が、この湾曲した内視鏡カニューレを通して挿入され
得る。このような可撓性シャフトのカメラ器具は、例えば、光ファイバーの可撓性の束を
使用して、画像をこの内視鏡の遠位端から身体の外側の近位端カメラに運び得るか、また
は受動的に可撓性であるシャフトの端部に設置された遠位端画像化システム（例えば、Ｃ
ＭＯＳ画像センサ）を有し得る。真っ直ぐな硬い内視鏡と同様に、可撓性内視鏡が、本明
細書中に記載されるようなその関連するカニューレに、挿入され得、引き抜かれ得、そし
てこのカニューレ内で転がされ得る。湾曲内視鏡カニューレを使用することの１つの利点
は、外科手術器具によってさほど妨げられないか、または特定の組織構造のより有利な見
え方を提供する、外科手術部位の三角計量された図を提供し得ることである。角度の付い
た視野（例えば、軸から３０°ずれている）を有する真っ直ぐなシャフトの内視鏡もまた
、代替の図の見え方を提供するために使用され得る。
【００８９】
　（ポート構造物）
　図１４Ａは、本明細書中に記載されるような、湾曲カニューレと器具との組み合わせ、
ならびに内視鏡および１つ以上の他の器具と一緒に使用され得る、ポート構造物１４０２
の代表的な実施形態の模式平面図である。図１４Ｂは、図１４Ａに示される実施形態の上
面斜視図である。ポート構造物１４０２は、患者の体壁の１つの切開に挿入される。図１
４Ａに示されるように、ポート構造物１４０２は、単一の本体であり、そして頂表面１４
０４と底表面１４０６との間に延びる５つのチャネルを有する。他の実施形態は、ポート
構造物の種々の位置で、種々の数のポートを有し得る。第一のチャネル１４０８は、内視
鏡チャネルとして働き、そして内視鏡カニューレを収容するためのサイズにされる。代替
の実施形態において、チャネル１４０８は、カニューレを用いずに内視鏡を収容するため
のサイズにされ得る。図１４Ａに示されるように、内視鏡チャネル１４０４は、ポート構
造物１４０２の中心軸１４１０からずれている。外科手術手順が通気を必要とする場合、
この通気は、内視鏡カニューレ上の周知の構造物を介して提供され得る。
【００９０】
　図１４Ａは、器具チャネルとして働き、そしてそれぞれが、本明細書中に記載されるよ
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うな湾曲カニューレを収容するためのサイズにされる、２つ以上のチャネル１４１２ａお
よび１４１２ｂを示す。チャネル１４１２ａ、１４１２ｂは、ポート構造物１４０２を通
って逆の角度で延びて、湾曲カニューレの配置に適応する。従って、いくつかの実施形態
において、チャネル１４１２ａ、１４１２ｂは、図１４Ａに示されるような配向で、ポー
ト構造物を左側と右側とに分ける面を横切るように延びる。図１４Ａに示されるように、
器具チャネル１４１２ａおよび１４１２ｂはまた、中心軸１４１０からずれている。使用
中に、内視鏡および器具カニューレのための遠隔運動中心は、それらのそれぞれのチャネ
ル内で、ほぼ中央の垂直位置にある。内視鏡チャネル１４０８および器具チャネル１４１
２ａ、１４１２ｂを中心軸１４１０から水平方向にずらすことによって、この遠隔中心の
群の中心点は、このポート構造物のおよそ中心（すなわち、切開の中心）に位置し得る。
これらの遠隔中心を一緒に近付けて配置することによって、外科手術中の患者の外傷（例
えば、カニューレが動く間に皮膚が伸びることに起因する）が最小になる。さらに、この
ポート構造物は、これらのカニューレを互いに近付けて維持するが、組織がこれらのカニ
ューレを互いの方に押し付ける傾向に抵抗し、従って、これらのカニューレが互いに妨害
することを防止する。使用される湾曲カニューレの特定の構成に適応する目的で、または
特定の外科手術手順のために必要とされる湾曲カニューレの配置を容易にする目的で、種
々のチャネル角度が、種々の実施形態において使用され得る。
【００９１】
　図１４Ａはまた、ポート構造物１４０２を通って垂直に延びる、２つの例示的な任意の
補助チャネル１４１４および１４１６を示す（補助チャネルの数は変わり得る）。第一の
補助チャネル１４１４の直径は、第二の補助チャネル１４１６の直径と比較して大きい（
種々のサイズの直径が、各補助チャネルについて使用され得る）。第一の補助チャネル１
４１４は、別の外科手術器具（手動またはロボット式（例えば、レトラクタまたは吸引器
具）；カニューレを用いるかまたは用いない）をポート構造物１４０２に通して挿入する
ために使用され得る。図１４Ａに示されるように、内視鏡チャネル１４０８、器具チャネ
ル１４１２ａ、１４１２ｂ、および第一の補助チャネル１４１４は、各々シール（以下に
記載される）を備え、そして第二の補助チャネル１４１６は備えない。それで、第二の補
助チャネル１４１６は、同様に別の外科手術器具を挿入するために使用され得るか、ある
いはチャネル内にシールを有さないことによってよりよく働く別の目的（例えば、可撓性
の吸引管もしくは洗浄管（または他の硬くない器具）のためのチャネルを提供すること、
あるいは通気または排気のためのチャネルを提供すること（通気は、内視鏡カニューレも
しくは他のカニューレの代表的な構造物を使用して、行われ得る））のために使用され得
る。
【００９２】
　これらの図に示されるチャネルの角度は例示的であり、そして種々の角度のチャネルが
使用され得ることが理解されるべきである。例えば、内視鏡チャネルは、ポート構造物の
頂表面と底表面との間で、内視鏡が外科手術中にポート構造物にねじれ力を加えないよう
な角度で延び得る（例えば、湾曲カニューレおよび器具によってさほど妨げられない視野
を提供するために、外科手術部位を見「下ろす」ために使用され得る、３０°ずれた視角
を有する内視鏡について）。同様に、これらの補助チャネルのうちの１つ以上が、角度を
付けられ得る。さらに、直線状カニューレと組み合わせて使用される実施形態について、
この直線状カニューレの器具チャネルは、ポート構造物の頂表面と底表面との間で、湾曲
カニューレの器具チャネルがある角度で延びた状態で、垂直に延び得る。
【００９３】
　図１４Ａは、いくつかの実施形態において、ポート配向構造物１４１８が頂表面１４０
４上に配置され得ることを示す。使用中に、外科医は、ポート構造物１４０２を切開に挿
入し、次いで、配向インジケータ１４１８がほぼ外科手術部位の方向になるように、この
ポート構造物を配向させる。従って、このポート構造物は、外科手術手順を実施する目的
で、内視鏡および湾曲カニューレのために必要な位置を提供するように、配向される。配
向構造物１４１８は、種々の方法で作製され得る（例えば、頂表面１４０４に成形される
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か、または頂表面１４０４に印刷される）。同様に、図１４Ａは、いくつかの実施形態に
おいて、器具ポート識別構造物１４２０ａおよび１４２０ｂ（丸で囲んだ数字「１」およ
び「２」が示される）が、器具チャネルを識別するために、２つの器具ポートのうちの一
方の近くにそれぞれ配置され得ることを示す。類似の識別構造物が、「左」側または「右
」側で使用されることが意図されるチャネルに配置され得、その結果、医療人員は、カニ
ューレとポートチャネルとの識別を一致させることによって、湾曲カニューレをその適切
なポートチャネル内に用意に配置し得る。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、ポート構造物１４０２は、１片の成形（例えば、射出成
形、圧縮成形など）されたシリコーンから作製される。このポート構造物は、種々のデュ
ロメーター値（例えば、約４０　Ｓｈｏｒｅ　００（３－４　Ｓｈｏｒｅ　Ａ）～約１５
　Ｓｈｏｒｅ　Ａの範囲）を有し得、そして１つの例示的な実施形態において、射出成形
されたシリコーンのポート構造物は、約５　Ｓｈｏｒｅ　Ａのデュロメーター値を有する
。ポート構造物１４０２の他の構成（例えば、内視鏡と本明細書中に記載されるような湾
曲カニューレとの両方を収容し得る二次カニューレを有する、多部品ポート構造物が挙げ
られる）が使用され得る。
【００９５】
　図１４Ｂを参照すると、いくつかの例において、頂表面１４０４および底表面１４０６
（図示せず）は、凹状にされる。図１４Ｂはまた、いくつかの例において、ポート構造物
１４０２がくびれさせられることを示す。くびれ部１４２２は、ポート構造物１４０２を
切開内で適所に保持することを補助する、頂部フランジ１４２４および底部フランジ１４
２６を提供する。ポート構造物１４０２は、柔らかい弾性の材料から作製され得るので、
くびれ部１４２２により形成されるフランジ１４２４、１４２６、ならびに凹状の頂表面
および底表面は、容易に変形して、外科医がこのポート構造物を切開に挿入すること、次
いでフランジがその元の形状に戻ってこのポート構造物を適所に保持することを可能にす
る。
【００９６】
　図１５Ａは、図１４の切断線Ａ－Ａで見た模式断面図であり、そしてチャネル１４０８
ｂがどのように、頂表面から底表面へと、ポート構造物１４０２を通って垂直中央部を横
切って片側から他の側へとある鋭角で通るのかを図示する。チャネル１４０８ａは、同様
に逆方向に通される。これらの２つのチャネルが交差する垂直位置（図１５Ａの配向にお
いて、チャネル１４１２ａ（図示せず）のほうが観察者に近く、このポート構造物を右上
から左下へと横切る）は、およそ、適切に挿入された場合のそれぞれのカニューレの遠隔
運動中心の垂直位置である。上記のように、いくつかの実施形態において、シールが、ポ
ート構造物１４０２を通るカニューレのうちの１つ以上に配置され得、そして図１５Ａは
、カニューレの遠隔運動中心の垂直位置に例示的または効果的に配置されたこのようなシ
ールの一例を示す。
【００９７】
　図１５Ｂは、器具チャネル１４１２ｂ内のシール１５０２の例示的な実施形態の詳細図
である。図１５Ｂに示されるように、シール１５０２は、一体的に成形された隙間のない
リング１５０４を備え、このリングは、チャネル１４１２ｂの内壁１５０６から内向きに
、チャネル１４１２ｂの長手軸方向の中心線に向かって延びる。小さい開口部１５０８が
リング１５０４の中心に残って、このリングが、挿入される物体の周囲で伸びて広がるこ
と可能にし、依然として、この開口部は一般に、あらゆる有意な流体の通過（例えば、通
気ガスが逃れること）を防止するために充分に小さい。従って、これらのシールは、いず
れかの器具（例えば、カニューレ）が挿入される前の通気を（例えば、このポート構造物
の補助チャネルを通して）可能にする。これらのシールはまた、外科手術中にカニューレ
が動くことにより、ポート構造物が曲がり、そしてその結果チャネルの形状が歪む場合の
、ポート構造物とカニューレとの間の密封を改善させる。別の実施形態において、薄膜が
、このシールの開口部を塞ぐように成形されて、器具がこのチャネルに挿入されるまで、
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完全な通気を提供する。このような膜は、第一のカニューレの挿入中に、例えば閉塞具に
よって穿孔され得る。
【００９８】
　図１５Ｃは、図１４Ａの切断線Ｂ－Ｂで見た模式断面図である。切断線Ｂ－Ｂは、内視
鏡チャネル１４０８の中心線を通して引かれているので、切断線Ｂ－Ｂは、補助チャネル
１４１４の中心線も補助チャネル１４１６の中心線も含まない。図１５Ｃは、いくつかの
実施形態において、内視鏡チャネル１４０８がシール１５０８を備え、そして補助チャネ
ル１４１４がシール１５１０を備えるが、補助チャネル１４１６はシールを有さないこと
を図示する。図１５Ｃは、シール１５０８および１５１０がシール１５０２と類似である
ことをさらに図示するが、上記のように、種々のシールが使用され得る。
【００９９】
　図１５Ｄは、図１４の切断線Ａ－Ａで見た模式断面図であり、この図は、いくつかの実
施形態において、ポート構造物の中間部（例えば、図示されるようにくびれ部１４２２）
を水平方向に横切って延びる、導電性シリコーン層１５１２が存在することを図示する。
伝導性層１５１２は、ポート構造物の頂表面と底表面との間の中間に配置されるので、こ
の伝導性層は、本明細書中に記載されるようなシールを組み込むことが示されている。他
の実施形態において、この導電性層は、シールを組み込まない別の垂直方向位置にあって
もよく、または２つ以上の導電性層が使用されてもよい。いくつかの実施形態において、
これらのチャネルの内側は、伝導性層と器具との間で必要な電気的接触を提供するために
、この導電性層の位置で細くされるが、必ずしもシールとして構成される必要はない。１
つの実施形態において、伝導性層１５１２は、このポート構造物の上部分１５１４および
下部分１５１６と一体的に成形される。この導電性シリコーンは、その必要とされる添加
剤に起因して、上部分および下部分より高いデュロメーター値を有し得るが、この導電性
シリコーンは、カニューレの運動中心とおよそ同じレベルに位置するので、より高い剛性
は、導電性層を備えない類似のポート構造物と比較して、カニューレの動きに有意な影響
を与えない。この導電性層は、患者の体壁（ポート構造物の外側表面と接触している）と
、カニューレおよび／またはこのカニューレを通過する器具との間に、導電性経路を形成
する。この導電性経路は、電気焼灼中に、電気接地のための経路を提供する。
【０１００】
　図１５Ｅは、ポート構造物本体の種々のチャネルのうちのいずれか１つの中に配置され
得る、シールの別の例示的な実施形態の詳細図である。図１５Ｅに示されるように、環状
突出部１５２０が、このポート構造物本体と一体的に成形され、そしてチャネル１４１２
ｂの内壁１５０６からこのチャネルの中心線に向かって延びる。例示的な図において、こ
の突出部の表面は、チャネル壁に対して約６０°の角度であり、これは、器具が挿入の際
にこのシールとより容易に整列し、そしてこのシールをより容易に通過することを可能に
する。上記シールの実施形態と同様に、この突出部は、カニューレまたは他の外科手術器
具の周囲で内向きに圧力を加えて、通気シールをこのポート構造物本体とこの器具との間
に提供する。この突出部の断面は、この器具に対する丸みを帯びたシーリング表面を有す
るほぼ三角形であり、そしてこの器具の遠隔運動中心は、ほぼこのシールに、または効果
的にこのシールに配置されるので、この器具が遠隔運動中心の周りで動いている間に、こ
のポート構造物本体を伸ばしてこのチャネルの断面をわずかに歪める際に、このシールは
この器具と一緒に動いて、この器具に対するしっかりしたシールを提供する。小さい開口
部（例えば、器具チャネルについては０．０１４インチ、内視鏡チャネルについては０．
０４３インチ）が、このシールの中心に残り、そしていくつかの実施形態において、薄膜
が、上記のように、この開口部を覆って成形される。
【０１０１】
　当業者は、有効なシールを実行するための他の種々の方法が使用され得ることを理解す
る。例えば、別のシールの実施形態において、一体的に成形された弾性膜が、このチャネ
ルを完全に遮断し、そしてこの膜が、物体がこのチャネルを通して挿入されるときに初め
て、穿孔される。次いで、この膜は、この物体とシールを形成する。なお他の実施形態に
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おいて、分離可能な部品であるシールが、このチャネルに挿入され得る。例えば、環状の
移動止めがチャネル壁１５０６に成形され得、次いで、シールがこの移動止めに配置され
て保持され得る。
【０１０２】
　上記のように、いくつかの場合において、ポート構造物１４０２は、体壁全体を通して
挿入され得る。しかし、他の場合において、１つの切開は、体壁全体を通しては作製され
ないかもしれない。例えば、１つの切開は、臍に（例えば、Ｚ字型に）作製された１つの
経皮切開、およびその下にある筋膜の複数の切開を含み得る。従って、いくつかの場合に
おいて、このポート構造物は排除され得、一方で、内視鏡カニューレおよび湾曲カニュー
レの各々は、１つの経皮切開を通って延び、そしてこれらのカニューレの各々が、筋膜の
別々の切開を通過し、そしてこれらの切開により支持され得る。図１６Ａは、内視鏡カニ
ューレ１６０２ならびに左の湾曲カニューレ１６０４ａおよび右の湾曲カニューレ１６０
４ｂの一部分の、１つの皮膚の切開１６０６を通り、次いで各々が別々の筋膜の切開１６
０８を通っていることを図示する、模式図である。いくつかの例において、手術室の人員
は、このような１つの皮下の切開／複数の筋膜の切開において、これらのカニューレに対
するさらなる支持を望み得る（例えば、挿入されたカニューレを、それらの関連するロボ
ットマニピュレーターにドッキングさせる間）。このような例において、上部分１５１４
と類似の構成のポート（図１５Ｄ）、または合わせた上部分１５１４と伝導性層１５１２
とに類似の構成のポートが、使用され得る。
【０１０３】
　図１６Ｂは、１つの皮膚の切開／複数の筋膜の切開の手順において使用され得る、別の
ポート構造物の模式斜視断面図である。ポート構造物１６２０は、ポート構造物１４０２
と構成が類似であり、上記特徴（例えば、配向およびポートインジケータ、適用可能であ
る場合のシール、柔らかい弾性材料など）が、ポート構造物１６２０にも同様に適用され
得る。ポート構造物１６２０は、ほぼ円筒形状の本体を有し、この本体は、頂表面１６２
２、底表面１６２４、および頂表面と底表面との間の狭小化した側壁くびれ部１６２６を
備える。その結果、頂部フランジ１６２８および底部フランジ１６３０は、側壁と頂表面
との間、および側壁と底表面との間に形成される。使用中に、皮膚は、この上部フランジ
と下部フランジとの間でくびれ部１６２６に保持され、そして底表面１６２４および底部
フランジ１６３０は、この皮膚の下にある筋膜層に載る。
【０１０４】
　図１６Ｂは、このポート構造物の頂表面と底表面との間に延びる、４つの例示的なポー
トをさらに示す。チャネル１６３２は内視鏡チャネルであり、そしてチャネル１６３４は
補助チャネルであって、ポート構造物１４０２を参照しながら上に記載されたようなチャ
ネルと類似である。同様に、チャネル１６３６ａおよび１６３６ｂは、上に記載されたよ
うなチャネルと類似の、角度の付いた器具チャネルであり、チャネル１６３６ｂは、示さ
れるように、右上から左下に向かって角度を付け、そしてチャネル１６３６ａは、左上か
ら右下に向かって角度を付ける（視野から隠れている）。しかし、ポート構造物１４０２
の器具チャネルとは異なり、ポート構造物１６２０の器具チャネル１６３６ａおよび１６
３６ｂの中心線は、ポート構造物の垂直中心線を横切って延びない。その代わりに、これ
らの角度の付いた器具チャネルは、ポート構造物１６２０の中線で終わり、その結果、こ
れらのカニューレおよび器具の遠隔運動中心は、下にある筋膜の切開に位置する（代表的
な運動中心位置１６３８が図示されている）。従って、このポート構造物の底表面にある
、この器具チャネルの出口位置は、これらの運動中心を、患者の組織を参照して所望の位
置に配置するために、変えられ得ることがわかる。
【０１０５】
　いくつかの外科手術手順について、１つの切開と外科手術部位との間（例えば、臍と胆
嚢との間）の直線は、患者の前頭面（ｃｏｒｏｎａｌ（ｆｒｏｎｔａｌ）ｐｌａｎｅ）に
対して鋭角に近付くように始まる。その結果、カニューレは、この１つの切開に、皮膚表
面に対して比較的小さい角度（鋭角）で入り、そして体壁がねじれて、これらのカニュー
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レ／器具またはこのポートにねじれを与える。図１７Ａは、１つの切開を通って入る２つ
以上のカニューレを案内して支持するために使用され得るなお別のポート構造物１７０２
の模式上面図であり、そして図１７Ｂは、このポート構造物の模式側面図である。図１７
Ａおよび図１７Ｂに示されるように、ポート構造物１７０２は、上部漏斗状セクション１
７０４、下部前方状部１７０６、および下部後方舌状部１７０８を備える。いくつかの実
施形態において、この漏斗状セクションと舌状部とは、単一の部品である。ポート構造物
１７０２は、例えば、比較的剛性の成形されたプラスチック（例えば、ＰＥＥＫ、ポリエ
ーテルイミド（例えば、Ｕｌｔｅｍ（登録商標）製品）、ポリエチレン、およびポリプロ
ピレンなど）から形成され得、その結果、ポート構造物１７０２は一般に、使用中にその
形状を保持する。切開１７１０内に配置されると、下部舌状部１７０６、１７０８は身体
の内側になり、そして漏斗状セクション１７０４は、身体の外側に残る。これらの図に示
されるように、いくつかの実施形態において、漏斗状セクション１７０４は、傾いた円形
または楕円形の錐体として形成され、これは、以下に記載されるように、このポート構造
物がこの切開内でねじれる場合に、この漏斗状セクションを越えて配置される設備の妨害
を減少させる。一旦適所に来ると、漏斗状セクション１７０４の遠位端１７１２は、皮膚
表面に向けて押し付けられ得ることがわかる。この作用は、上部漏斗状部分と下部舌状部
との間のくびれセクション１７１４を切開内でねじり、これは効果的にこの切開を再配向
させ、これによって、外科手術部位へのより抵抗が少ない経路を提供する。前方舌状部は
、このねじれ中に、ポート構造物１７０２がこの切開から出ることを防止する。さらに、
この漏斗状セクションの遠位端１７１２を押し下げることによって、この前方舌状部の遠
位端１７１６が上昇する。いくつかの実施形態において、この前方舌状部は、この舌状部
の遠位端が上昇する際に、組織を引くようなサイズおよび形状にされ得る。後方舌状部１
７０８もまた、ポート構造物１７０２を切開内に維持することを補助する。
【０１０６】
　ポート構造物１７０２はまた、内視鏡カニューレおよび器具カニューレを収容するため
の、少なくとも２つのアクセスチャネルを備える。図１７Ａに図示されるように、いくつ
かの実施形態において、例えば、チャネルはくびれ部分１７１４内にある。内視鏡カニュ
ーレチャネル１７２０は、くびれ部分１７１４の中央に配置され、そして３つの器具カニ
ューレチャネル１７２２は、内視鏡カニューレチャネル１７２０の周りに配置される。い
くつかの実施形態において、これらのチャネルは、漏斗状セクションおよび舌状部と同じ
、単一部品に形成される。他の実施形態において、これらのチャネルは、円筒形片１７２
３に形成され、この円筒形片は、くびれセクション１７１４において、矢印１７２３ａに
よって示されるように回転するように、設置される。いくつかの実施形態において、器具
カニューレチャネル１７２２は、くびれセクション１７１４に（例えば、直接、または円
筒形片内に）配置された玉継手１７２４内にそれぞれ形成される。これらのカニューレの
遠隔運動中心は、これらの玉継手内に位置し、これらの玉継手は、これらのカニューレが
ポート構造物１７０２内で容易に旋回することを可能にする。他の実施形態において、こ
れらのカニューレは、遠隔運動中心においてカニューレに固定（例えば、プレスばめ）さ
れた玉を受容するように構成され、そしてこのカニューレの玉は、玉継手としてこのチャ
ネルソケット内で旋回する。いくつかの実施形態において、このくびれセクションの頂表
面および底表面（例えば、円筒形片の頂表面および底表面）は、面取りされて、玉継手内
で動くカニューレの運動の範囲の増加を可能にし得る。いくつかの実施形態において、内
視鏡カニューレチャネル１７２０は、玉継手を備えない。いくつかの実施形態において、
硬いシャフトを有する内視鏡および／または器具は、カニューレを用いずに、上記のよう
な玉継手を使用してか、または使用せずに、それらのそれぞれのチャネルに通され得る。
いくつかの実施形態において、上記のように、シールがこれらのチャネルのうちの１つ以
上の中に配置され得る。
【０１０７】
　図１８Ａは、１つの切開を通って入る２つ以上のカニューレを案内および支持するため
に使用され得る、なお別のポート構造物１８０２の模式上面図であり、そして図１８Ｂは
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、このポート構造物１８０２の模式側面図である。ポート構造物１８０２の基本的な構成
は、ポート構造物１７０２の基本的な構成と類似である。例えば、漏斗状セクション、前
方舌状部、およびチャネルは、ほぼ類似である。しかし、ポート構造物１８０２において
、後方舌状部１８０４は、前方舌状部１８０６と整列した位置（代替の位置１８０８によ
り示されるような）から、前方舌状部とは逆の位置（図１８Ｂに示されるような）へと回
転し得る。従って、後方舌状部１８０４は、後方舌状部１７０８（図１７Ｂ）と比較して
より長くされ得、そしてポート構造物１８０２は依然として、１つの小さい切開に挿入さ
れ得る。後方舌状部１８０４は、ポート構造物１８０２が切開内に配置されると前方舌状
部１８０６と整列し、次いで、ポート構造物が適所にくると、後方位置に回転させられる
。１つの実施形態において、後方舌状部１８０４は、上記のようなチャネルを収容する回
転シリンダーに結合し、そして漏斗状セクションの内側に位置するタブ１８１０が、この
シリンダー片上で、矢印により示されるように、その代替の挿入位置１８１２から前方に
向かって回転して、後方舌状部を外科手術での使用のために配置する。
【０１０８】
　本明細書中に記載されるようなポート構造物の局面は、１つ以上の湾曲カニューレと一
緒に使用することに限定されず、このようなポート構造物は、例えば、真っ直ぐな器具カ
ニューレ、硬い器具シャフト（カニューレありまたはなし）と一緒に、そしてロボット外
科手術と手動外科手術との両方のために、使用され得る。
【０１０９】
　（挿入構造物）
　マルチポート最小侵襲性外科手術において、内視鏡が代表的に、挿入されるべき第一の
外科手術器具である。一旦挿入されると、この内視鏡は、器具が組織に意図されずに接触
したり損傷を与えたりしないように、他のカニューレおよび器具の挿入を観察するために
配置され得る。しかし、１つの切開を用いる場合、一旦、内視鏡が挿入されると、他のカ
ニューレおよび器具は、少なくとも最初は、この内視鏡の視野の外で挿入される。さらに
、湾曲カニューレについては、カニューレの先端が、他の組織に接触することなく内視鏡
の視野内に直接動かされることを確実にすることは、困難である。さらに、ロボットマニ
ピュレーターが調節され、次いでカニューレに結合（ドッキング）される際に、これらの
カニューレを適切に配置および配向させて維持することは、１人より多くの人が関与する
、かなりの手先の器用さを要求し得る。従って、複数の器具を１つの切開に安全かつ容易
に挿入する方法が、必要とされる。いくつかの外科手術手順中に、上に記載されたものの
ようなポート構造物は、複数の器具を安全に挿入する適切な方法を提供し得る。例えば、
ポート構造物（全高さまたは半高さ）が、体壁の内部または表面に配置され得る。このポ
ート構造物のチャネルは、カニューレ挿入のためのガイドとして働き、そして一旦これら
のカニューレが挿入されると、このポート構造物は、これらのカニューレを、それらの関
連するロボットマニピュレーターに結合させるために支持する。従って、上記のようなポ
ート構造物は、以下に記載されるように、外科手術手順の初期段階中に、挿入および安定
化の固定具として働き得る。他の外科手術手順中、または外科医の好みに起因して、複数
の器具を挿入および支持するための他の方法が使用され得る。
【０１１０】
　図１９Ａは、カニューレ挿入構造物１９０２の一例の斜視図である。図１９Ａに示され
るように、挿入構造物１９０２は、１つの内視鏡カニューレおよび２つの湾曲器具カニュ
ーレを１つの切開に案内することが可能である。他の実施形態は、より多いかまたはより
少ないカニューレを案内し得る。挿入構造物１９０２は、土台１９０４、内視鏡カニュー
レ支持アーム１９０６、ならびに２つの器具カニューレ支持アーム１９０８ａおよび１９
０８ｂを備える。図１９Ａに示されるように、内視鏡カニューレ支持アーム１９０６は、
土台１９０４に厳密に設置されるが、他の実施形態において、この内視鏡カニューレ支持
アームは、旋回可能に設置されてもよい。内視鏡カニューレ支持アーム１９０６の遠位端
は、土台の面に向かって下向きに湾曲しており、そして内視鏡カニューレ支持スロット１
９１０（カニューレのための設置ブラケットとして機能する）を備える。支持スロット１



(37) JP 5694353 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

９１０の移動止め１９１２は、この内視鏡カニューレが種々の角度で配置および保持され
ることを可能にする。
【０１１１】
　図１９Ａはまた、１つの器具カニューレ支持アーム１９０８ａが、ヒンジ１９１４ａに
おいて旋回可能に土台１９０４に設置されることを示す。器具カニューレマウント１９１
６ａは、カニューレ支持アーム１９０８ａの遠位端にあり、そして代表的な器具カニュー
レ（例えば、上記のような湾曲カニューレ）を保持する。カニューレマウント１９１６ａ
は、１つ以上の機械的キー構造物を備えて、上記のように、カニューレが所望の転がり配
向で保持されることを確実にし得る。図１９Ａは、挿入された位置における、支持アーム
１９０８ａのその関連するカニューレに対する位置を示す。
【０１１２】
　図１９Ａは、別の器具カニューレ支持アーム１９０８ｂが、支持アーム１９０８ａの反
対側で、ヒンジ１９１４ｂにおいて旋回可能に土台１９０４に設置されることをさらに示
す。支持アーム１９０８ｂは、カニューレマウント１９１６ａと類似の、器具カニューレ
マウント１９１６ｂを備える。図１９Ａは、カニューレが切開を通して挿入される前の、
支持アーム１９０８ｂのその関連するカニューレに対する位置を示す。これらのカニュー
レは、カニューレマウント１９１６ａ、１９１６ｂによって、ヒンジ１９１４ａ、１９１
４ｂの回転軸がおよそ湾曲カニューレの曲率軸にくるように、保持される。従って、これ
らの支持アームがこれらのヒンジにおいて回転すると、これらの湾曲カニューレは、およ
そ同じ小さい領域にわたって移動する。この領域は、１つの切開、または身体内への他の
入口ポートと整列している。図１９Ｂを参照すると、支持アーム１９０８ｂがその関連す
るカニューレを挿入するように動かされ、このカニューレが切開を通って円弧状に移動す
ることがわかる。さらに、ヒンジ１９１４ａ、１９１４ｂは、切開内で種々のカニューレ
の間で所望のクリアランスおよび配置を確立する目的で、これらの２つのカニューレが、
切開内でわずかに異なる領域を通って移動するように、配向され得る。
【０１１３】
　カニューレ挿入構造物の例示的な使用は、上に記載されたもののような、１つの経皮切
開／複数の筋膜切開での使用である。外科医は最初に、１つの経皮切開を作製する。次に
、外科医は、解剖用（例えば、鋭利な）閉塞具を内視鏡カニューレに挿入し、そしてこの
内視鏡カニューレを挿入構造物に所望の角度で結合させる。この時点で、外科医は、内視
鏡をこの内視鏡カニューレに挿入し、内視鏡カニューレおよび内視鏡をロボットマニピュ
レーターに設置して、またはこの内視鏡を手で一時的に支持してのいずれかで、さらなる
挿入を観察し得る。次いで、外科医は、これらのカニューレが体壁と接触するまで、挿入
の円弧に沿ってこれらのカニューレを移動させ得る。解剖用閉塞具を使用して、外科医は
次いで、各カニューレを筋膜に通して挿入し得る。次いで、外科医は、必要に応じて、こ
れらの解剖用閉塞具をこれらのカニューレから取り除き得、そしてこれらのカニューレを
空のままにするか、または鋭利でない閉装具を挿入するかのいずれかを行い得る。次いで
、外科医は、これらの器具カニューレを、その遠位端が内視鏡の視野に見えるように配置
された状態で、その完全に挿入された位置まで動かし続け得る。一旦、これらのカニュー
レが挿入されると、ロボットマニピュレーターが適所に動かされ得、次いで、器具カニュ
ーレがそれらのロボットマニピュレーターに設置（ドッキング）され得る。次いで、挿入
構造物が取り除かれ、そして可撓性シャフトの器具が、内視鏡で見ながら、これらのカニ
ューレを通して外科手術部位に向けて挿入される。この例示的な挿入手順は、挿入構造物
を使用して、任意の数のカニューレを種々の切開および身体開口部を通して挿入および支
持するための、多くの可能なバリエーションの一例である。
【０１１４】
　いくつかの場合において、挿入構造物の実行は、１つ以上の手動で操作される器具がカ
ニューレを通して挿入されて外科手術部位において使用される間に、これらのカニューレ
を支持するために使用され得る。
【０１１５】
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　いくつかの代替の実施形態において、挿入構造物は、カニューレをそれらの関連するマ
ニピュレーターにドッキングさせている間に、これらのカニューレを固定された位置に保
持する方法を提供するのみのために、単純化され得る。例えば、このことは、最初にこれ
らのカニューレを挿入し、次いで、構造物をカメラカニューレに適用し、次いで、この構
造物を湾曲カニューレに取り付けることによって、達成され得る。一旦、挿入されたカニ
ューレがこの構造物に結合されると、患者側のロボットおよびそのマニピュレーターが、
患者に対して適切な位置まで動かされる。次いで、この構造物がカメラカニューレおよび
湾曲カニューレを適所に保持している間に、各カニューレがその関連するマニピュレータ
ーにドッキングされる。一般に、カメラカニューレが最初にドッキングされる。
【０１１６】
　図１９Ｃは、カニューレ安定化取付具１９３０の模式斜視図である。構造物１９３０は
、土台１９３２、ならびに２つのカニューレホルダ１９３４ａおよび１９３４ｂを備える
。アーム１９３６ａは、カニューレホルダ１９３４ａを土台１９３２にカップリングさせ
、そしてアーム１９３６ｂは、カニューレホルダ１９３４ｂを土台１９３２にカップリン
グさせる。土台１９３２は、静止した物体に結合され、その結果、この構造物は、アーム
の端部に保持されたカニューレを支持し得る。１つの実施形態において、土台１９３２は
、内視鏡カニューレを開口部１９３８内に受容するように構成され、そして開口部１９３
８の両側の２つの一体ばねクリップ１９４０ａおよび１９４０ｂが、この土台をこの内視
鏡カニューレにしっかりと保持する（この内視鏡カニューレは、その関連するＥＣＭにし
っかりと結合され得る）。各カニューレホルダ１９３４ａ、１９３４ｂは、図１０Ａを参
照しながら上に記載されたキー構造物と類似のキー構造物を受容することによって、器具
カニューレを保持するように構成される。カニューレホルダの穴は、図１０Ａに示される
ようなピン１０３６を受容する。アーム１９３６ａ、１９３６ｂは、１つの例示的な実施
形態において、腐食耐性のためにシリコーンチュービングによって覆われた重い屈曲可能
なアルミニウムワイヤであり、従って、これらのアームは、所望のように配置および再配
置され得る。他の実施形態において、他の材料（例えば、ステンレス鋼（腐食耐性のカバ
ーまたはコーティングを必要としない））および種々の再屈曲可能／再配置可能な構成（
例えば、上記のような形状固定可能な（ｒｉｇｉｄｉｚａｂｌｅ）一連のリンク、「グー
スネック」型の管など）が、充分なカニューレ支持を提供するために、これらのアームの
ために使用され得る。各アームは、その関連するカニューレホルダおよび器具カニューレ
を支持し、その結果、これらの器具カニューレは、全てが１つの皮膚切開内に位置すると
きに、内視鏡カニューレに対して静止して保持される。当業者は、挿入中およびロボット
マニピュレーターへのドッキング中に、種々のカニューレを１つの単位として効果的に保
持するために、この構造物の多くのバリエーションが可能であることを理解する。例えば
、カニューレホルダを両端に１つずつ有する１つのアームが、２つのカニューレを互いに
対して支持するために使用され得る。
【０１１７】
　図２０Ａ～図２０Ｄは、複数のカニューレを１つの切開に挿入する別の方法を図示する
模式図である。図２０Ａは、例えば、１つの内視鏡カニューレ２００２ならびに２つの湾
曲カニューレ２００４ａおよび２００４ｂを示す。いくつかの例において、内視鏡２００
６が、内視鏡カニューレ２００２に挿入され得る。これらのカニューレの遠位端、および
適用可能であれば、内視鏡の画像化端部は、キャップ２００８内でグループ化される。い
くつかの実施形態において、キャップ２００８は、体壁に貫入するための閉塞具として機
能するために充分に硬い材料から作製された、正円錐であり得る。いくつかの実施形態に
おいて、外科医は最初に、切開を作製し、次いで、カニューレが後方でグループ化された
キャップ２００８が、この切開を通して挿入される。いくつかの例において、このキャッ
プは、透明な材料から作製され得、内視鏡がこのキャップの前方の挿入経路を画像化する
ことを可能にする。いくつかの実施形態において、キャップ２００８は、ポート構造物２
０１０（例えば、上に記載されたもの、または他の適切なポート構造物）とグループ化さ
れ得る。従って、いくつかの例において、このポート構造物は、内視鏡用カニューレおよ
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び／または器具用カニューレのうちの１つ以上として、機能し得る（図示において、ポー
ト構造物２０１０はまた、いくつかの実施形態において、いずれかのポート構造物の通気
チャネル２０１２を介する通気が提供され得ることを図示するが、上記のように、通気は
、他の方法で（例えば、カニューレのうちの１つを介して）提供されてもよい）。テザー
２０１４がキャップ２００８に取り付けられ、そしてこのテザーは、身体の外側まで延び
る。
【０１１８】
　図２０Ｂは、これらのカニューレ（または適用可能である場合、器具）の遠位端が、キ
ャップ２００８が患者にさらに挿入される際に、このキャップ内でグループ化されたまま
であることを示す。ポート構造物２０１０は、体壁２０１６内で固定されたままであるの
で、これらのカニューレ（または適用可能である場合、器具）は、キャップ２００８内に
留まるために、このポート構造物を通って滑る。いくつかの例において、このキャップは
、これらのカニューレ（または適用可能である場合、器具）のうちの１つ以上を押すこと
によって、さらに内側に動かされる。例えば、内視鏡カニューレおよび／またはカニュー
レは、ロボットカメラマニピュレーターに設置され得、そしてこのマニピュレーターは、
このキャップをさらに内側に挿入するために使用され得る。
【０１１９】
　図２０Ｃは、一旦、これらのカニューレ（または適用可能である場合、器具）の遠位端
が所望の深さに達したら、これらのカニューレがその関連するロボットマニピュレーター
に（例えば、カニューレ２００４ａがマニピュレーター２０１８ａに、そしてカニューレ
２００４ｂがマニピュレーター２０１８ｂに）結合され得ることを示す。次いで、外科手
術器具が、器具カニューレのうちの１つを通して（例えば、示されるように、外科手術器
具２０２０ｂがカニューレ２００４ｂを通して）挿入され得、そして関連するマニピュレ
ーター（例えば、マニピュレーター２０１８ｂ）に設置され得る。次いで、この外科手術
器具は、キャップをこれらのカニューレ（または適用可能である場合、器具）の遠位端か
ら取り外すために使用され得る。図２０Ｄは、内視鏡ならびに両方のロボットで制御され
る器具２０２０ａおよび２０２０ｂを使用する外科手術手順中に、キャップ２００８が患
者の内側の外科手術部位から離して配置され得ることを示す。キャップ２００８は必要に
応じて、この手順の終了時に標本を回収するための、標本バッグ２０２２を組み込み得る
。この標本バッグは必要に応じて、このバッグを閉じるための引き紐を組み込み得、そし
てこの標本バッグの引き紐は必要に応じて、キャップのテザー２０１４と一体であり得る
。外科手術が完了し、そして器具、カニューレおよびポート構造物が取り除かれた後に、
キャップ２００８（および必要に応じてのバッグ）は、テザー２０１４を引くことによっ
て、取り除かれ得る。
【０１２０】
　１つの局面において、本明細書中に記載される種々の設置構造物は、１つ以上の湾曲器
具カニューレと１つ以上の真っ直ぐな器具カニューレとの組み合わせの挿入を補助して支
持するように構成される。
【０１２１】
　（制御の局面）
　最小侵襲性外科手術用ロボットシステムの制御は公知である（例えば、米国特許第５，
８５９，９３４号（１９９７年１月１４日出願）（遠隔操作システムにおける座標系を変
換するための方法および装置を開示する）、同第６，２２３，１００号（１９９８年３月
２５日出願）（関節付き器具を用いるコンピュータ強化外科手術を実施するための装置お
よび方法を開示する）、同第７，０８７，０４９号（２００２年１月１５日出願）（最小
侵襲性遠隔外科手術におけるマスター／スレーブの関係の再配置および再配向を開示する
）、および同第７，１５５，３１５号（２００５年１２月１２日出願）（最小侵襲性外科
手術装置におけるカメラを参照する制御を開示する）、ならびに米国特許出願公開第２０
０６／０１７８５５９号（２００５年１２月２７日出願）（最小侵襲性外科手術手順にお
ける共同研究および訓練のためのマルチユーザ医療ロボットシステムを開示する）を参照
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のこと。これらの全ては、本明細書中に参考として援用される）。外科手術用ロボットシ
ステムを操作するための制御システムは、本明細書中に記載されるように、湾曲カニュー
レおよび受動的に可撓性である外科手術器具と一緒に使用するために改変され得る。１つ
の例示的な実施形態において、ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓ
ｔｅｍの制御システムが、このように改変される。
【０１２２】
　図２１は、湾曲カニューレ２１０２の模式図であり、この湾曲カニューレは、ロボット
マニピュレーターに設置される近位端２１０４、遠位端２１０６、および近位端と遠位端
との間の湾曲セクション（例えば、６０°屈曲している）を有する。長手軸方向の中心線
軸２１１０が、湾曲カニューレ２１０２の近位端と遠位端との間に規定される。さらに、
出し入れ軸２１１２が、この湾曲カニューレの遠位端からの直線において長手方向軸２１
１０に沿って延びる中心線を含むように、規定される。受動的に可撓性である器具シャフ
トの遠位セクション（５０６ｃ、図５）は比較的硬いので、この遠位セクションは、この
湾曲カニューレの遠位端から延びる際に、およそ出し入れ軸２１１２に沿って動く。従っ
て、この制御システムは、可撓性シャフトが出し入れ軸２１１２を有する真っ直ぐな硬い
シャフトとして働くことを仮定するように構成される。すなわち、この器具のＩ／Ｏ軸は
、この湾曲カニューレの遠位端から延長した真っ直ぐな長手軸方向中心線であるとみなさ
れ、そしてこのシステムは、この器具の先端の仮想位置がＩ／Ｏ軸２１１２に沿うように
決定する。このカニューレの遠位端におけるこの器具のＩ／Ｏの動きは、両方向矢印２１
１４によって図示される。このカニューレの遠位端を越えて延びる可撓性シャフトのセク
ションの過剰な横方向への動きを防止するために、１つの実施形態において、この延長距
離は、制御システムソフトウェアによって制御され、そして例えば、使用されている特定
の器具について、可撓性シャフトの遠位セクションの剛性に依存し得る。さらに、１つの
実施形態において、この制御システムは、器具の先端がカニューレの遠位端を越えて延び
るまで、マスターマニピュレーターがカニューレまたは器具を動かすことを許容しない。
【０１２３】
　この制御システムはまた、この湾曲カニューレに関連する運動拘束を組み込むように改
変される。このカニューレから延びる器具の先端の動きは、参照枠の仮想連続運動連鎖（
Ｄｅｎａｖｉｔ－Ｈａｒｔｅｎｂｅｒｇ（ＤＨ）パラメータのセットによって独特に記載
される）によって生じるかのように、記載される。例えば、そのカニューレの遠位端２１
０６が先端位置であると規定されるための境界条件は、先端の位置、先端の配向、および
湾曲セクションに沿った長さとして規定される。別の例として、これらの境界条件は、そ
の代わりに、カニューレの物理的端部（このカニューレの遠位直線状セクションを含む）
を使用して規定される。このような境界条件は、適切なＤＨパラメータを規定するために
使用される。図２１に図示されるように、参照枠は、長手方向軸２１１０に沿った位置に
原点を有するように規定され得る（例えば、図示されるように、このカニューレの遠隔運
動中心２１１６）。このような参照枠の１つの軸２１１８は、延長したＩ／Ｏ軸２１１２
と、点２１２０において交差するように規定され得る。最短距離が、この参照枠の原点と
、このカニューレの遠位端２１０６との間に決定され得る。種々の異なるカニューレ構成
（例えば、長さ、屈曲角度、マニピュレーターに設置される場合の回転など）は、種々の
関連する運動拘束を有する。しかし、器具のＩ／Ｏについては、湾曲セクションに沿った
実際の経路長が、遠隔運動中心と器具の遠位先端との間の最短距離の代わりに使用される
。当業者は、運動拘束を記載するために種々の方法が使用され得ることを理解する。例え
ば、この問題を解決するための代替の方法は、湾曲カニューレの幾何学的形状を連続運動
連鎖に明確に記載する、同次変換を組み込むことである。
【０１２４】
　上記のように、同じ曲率を有するが種々の異なる長さの遠位直線状セクションを有する
、２つ以上の湾曲カニューレが存在し得る。これらのカニューレの各々に関連するＤＨパ
ラメータは同じであるので、同じ直感的制御が、各カニューレの遠位直線状セクションの
長さとは無関係に、維持される。従って、これらのカニューレの各々は、制御の目的で同
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じに取り扱われ得るので、図１０を参照しながら上に記載されたような、カニューレの型
を検出する特徴が、このようなカニューレを１つのカニューレ型であるように取り扱い得
る。
【０１２５】
　この制御システムに対するさらなる改変は、外科医が触覚フィードバックをマスターマ
ニピュレーター（例えば、図１Ｂに示されるような１２２ａ、１２２ｂ）において受ける
ことを可能にする。種々のロボット外科手術システムにおいて、外科医は、触知できる力
を、マスターマニピュレーターのサーボモータから経験する。例えば、このシステムが、
スレーブ側の接合限界に達したかまたはほとんど達したことを感知する（例えば、エンコ
ーダにより誘発される）場合、外科医は、外科医がマスターマニピュレーターをスレーブ
側接合限界の方向に動かすことを防ぐ傾向がある力を、マスターにおいて経験する。別の
例として、このシステムが、外科手術部位の器具に外力が加わったことを（例えば、この
システムが命令を受けた位置にこの器具を維持することを試みる際に、過剰なモータ電流
が使用されることを感知することにより）感知する場合、外科医は、スレーブ側に作用す
る外力の方向および規模を示す力を、マスターマニピュレーターにおいて経験し得る。
【０１２６】
　マスターマニピュレーターにおける触覚フィードバックは、制御システムの１つの実施
形態において、湾曲カニューレを使用しながら外科医に直感的制御の経験を与えるために
使用される。リストを有さない可撓性器具については、この制御システムは、外科医が多
ＤＯＦマスターマニピュレーターをリスト運動で動かすことを防止するための触知できる
力を、マスターマニピュレーターにおいて提供する。すなわち、マスターマニピュレータ
ーのサーボモータは、外科医がマスターマニピュレーターの位置を変更する際に、マスタ
ーマニピュレーターの配向を、縦揺れおよび横揺れの配向で静止させて維持するように試
みる。この特徴は、真っ直ぐな硬いシャフトを有し、リストを有さない器具のための、現
行のロボット外科手術システムにおいて使用される特徴と類似である。このシステムは、
器具の型（例えば、リストあり、リストなし）を感知し、そしてそれに従って、触覚フィ
ードバックを与える。
【０１２７】
　触覚フィードバックはまた、１つの実施形態において、器具の運動連鎖の種々の点に加
えられる外力の感覚を外科医に提供するために使用される。触覚フィードバックは、マニ
ピュレーター（例えば、この間にピューレーターが別のマニピュレーターと衝突する場合
に起こり得るように）または湾曲カニューレの真っ直ぐな近位部分に加えられる、あらゆ
る感知された外力について、外科医に提供される。しかし、カニューレが湾曲しているの
で、このシステムは、このカニューレの湾曲セクションに加えられる外力（例えば、内視
鏡の視野の内側または外側のいずれかで、別の湾曲カニューレと衝突することによる）に
ついての適切な触覚フィードバックを提供し得ない。なぜなら、このシステムは、加えら
れる力の方向および規模を決定し得ないからである。この例示的な実施形態についての、
このような非直感的な触覚フィードバックを最小にする目的で、ロボットマニピュレータ
ーおよびそれらの関連するカニューレを適切に配置することによって（例えば、最初に構
造物を使用して、そして／または外科手術中に上記のようなポート構造物を使用して）、
カニューレの衝突が最小にされる。同様に、このシステムが外科医に提供する、カニュー
レの遠位端から延びる器具の部分に加えられる外力により引き起こされる触覚フィードバ
ックは、正確ではない（Ｉ／Ｏ軸に直接沿って経験されない限り）。それでも実際には、
この器具の遠位端に対するこのような力は、器具／伝播における摩擦およびコンプライア
ンスの量と比較すると低いので、生成するあらゆる触覚フィードバックは、無視できる。
【０１２８】
　しかし、他の実施形態において、カニューレの湾曲セクションまたは器具の延長した遠
位端のいずれかに加えられる外力の正確な経験を外科医に提供するために、力センサが使
用され得る。例えば、光ファイバーひずみ感知を使用する力センサが公知である（例えば
、米国特許出願公開第ＵＳ　２００７／０１５１３９０　Ａ１号（２００６年９月２９日
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出願）（外科手術器具のための力トルク感知を開示する）、同第ＵＳ　２００７／０１５
１３９１　Ａ１号（２００６年１０月２６日出願）（モジュール式力センサを開示する）
、同第ＵＳ　２００８／００６５１１１　Ａ１号（２００７年９月２９日出願）（外科手
術器具のための力感知を開示する）、同第ＵＳ　２００９／０１５７０９２　Ａ１号（２
００７年１２月１８日出願）（リブ付き力センサを開示する）、および同第ＵＳ　２００
９／０１９２５２２　Ａ１号（２００９年３月３０日出願）（力センサの温度補償を開示
する）を参照のこと。これらの全ては、本明細書中に参考として援用される）。図２２は
、湾曲カニューレおよび可撓性器具の遠位部分の模式図であり、この図は、１つの例示的
な実施形態において、１つ以上の力感知光ファイバー２２０２ａ、２２０２ｂが、湾曲カ
ニューレ２２０４に（例えば、４つのファイバーが外側の周りで等しく間隔を空けて）配
置され得ることを示す（これらの光ファイバーのひずみ感知の呼掛けおよびひずみ決定構
成要素は、明りょうにするために省略されている）。同様に、この可撓性器具の遠位セク
ション２２０６は、１つ以上のひずみ感知光ファイバー２２０８を組み込み得（例えば、
内側を通され得）、これらのひずみ感知光ファイバーは、遠位セクションの位置における
屈曲または遠位セクションの形状を感知し、そしてカニューレの遠位端に対する移動の量
および位置は、延長した器具に対する外力を決定するために使用され得る。
【０１２９】
　図２３は、臨場感をもって遠隔操作されるロボット外科手術システムのための制御シス
テムアーキテクチャ２３００の模式図である。図２３に示されるように、
ｆｈ＝人の力
ｘｈ＝マスター位置
ｅｍ，ｓ＝エンコーダ値（マスター、スレーブ）
ｉｍ，ｓ＝モータ電流（マスター、スレーブ）
θｍ，ｘ＝接合位置（マスター、スレーブ）
τｍ，ｓ＝接合トルク（マスター、スレーブ）
ｆｍ，ｓ＝カルテシアン力（マスター、スレーブ）
ｘｍ，ｓ＝カルテシアン位置（マスター、スレーブ）
ｆｅ＝環境の力
ｘｅ＝スレーブ位置
である。
【０１３０】
　１つの実施形態において、上記のような制御システムの改変は、制御システムアーキテ
クチャ２３００の「スレーブ運動」部分２３０２で行われる。制御システムアーキテクチ
ャ２３００を記載するさらなる詳細は、例えば、上で引用した参考文献に見出される。制
御システム２３００のデータ処理は、電子データ処理ユニット１４２（図１Ｃ）において
実行され得るか、または外科手術システム全体の種々の処理ユニットに分配され得る。
【０１３１】
　図１１Ａおよび図１１Ｂを、図１Ｂおよび図４Ｃと一緒に参照すると、多くの実施形態
において、「左の」ロボットマニピュレーターにより起動される器具のエンドエフェクタ
は、内視鏡の視野に右側に現れ、そして「右の」ロボットマニピュレーターにより起動さ
れる器具のエンドエフェクタは、内視鏡の視野の左側に現れることがわかる。従って、外
科医のコンソールのディスプレイで外科医により観察される場合のエンドエフェクタの直
感的制御を保存するために、右のマスターマニピュレーターが「左の」ロボットマニピュ
レーターを制御し、そして左のマスターマニピュレーターが「右の」ロボットマニピュレ
ーターを制御する。この構成は、真っ直ぐな外科手術器具において代表的に使用される構
成と逆である。真っ直ぐな外科手術器具において使用される構成において、ロボットマニ
ピュレーターおよびその関連する器具は両方とも、内視鏡の視野の垂直分割線に対して同
じ側に位置する。湾曲カニューレと一緒に使用する間、ロボットマニピュレーターおよび
その関連する器具は、内視鏡の参照枠の反対側に位置する。しかし、このことは、特定の
複合曲線のカニューレ（例えば、図１３および関連する本文により説明されるもの）の使
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【０１３２】
　従って、制御システムの種々の実施形態は、縦揺れの動きおよび横揺れの動きを提供す
る器具リストを使用しない場合でさえも、外科医が器具のエンドエフェクタの直感的制御
およびその結果の臨場感を経験することを可能にする。マスターマニピュレーター（例え
ば、１２２ａ、図１Ｂ）の動きは、関連する湾曲カニューレの遠位端（外科手術部位での
縦揺れの動きおよび横揺れの動きのため）または器具のエンドエフェクタ（Ｉ／Ｏ、転が
り、および把持（または他のエンドエフェクタのＤＯＦ）のため）のいずれかの、対応す
る動きをもたらす。従って、マスター制御における外科医の手の動きは、その器具におい
て別のリスト機構を使用せずに、外科手術部位における対応するスレーブの動きと、合理
的に良好に近付き得る。これらの器具の先端は、マスターマニピュレーターの位置変化に
応答して動くのであり、マスターマニピュレーターの配向変化に応答して動くのではない
。この制御システムは、このような外科医のリスト－ウン度配向変化を解釈しない。
【０１３３】
　いくつかの実施形態において、外科手術用ロボットシステムの制御システムは、関連す
る真っ直ぐなシャフトの器具を用いる真っ直ぐなカニューレの使用と、関連する可撓性シ
ャフトの器具を用いる湾曲カニューレの使用との間を、自動的に切り替えるように構成さ
れ得る。例えば、このシステムは、湾曲カニューレと可撓性シャフトの器具との両方が、
図６および図１０に関連して上に記載されたように、１つのマニピュレーターに設置され
たことを感知し得、これによって、湾曲カニューレおよび可撓性器具に関連する制御モー
ドに切り替わり得る。しかし、このシステムが、このマニピュレーターに設置された直線
状カニューレおよび可撓性器具を感知する場合、この感知は、不当な状態を誘発し得、そ
してこのシステムは作動しない。
【０１３４】
　いくつかの実施形態において、複数のロボットマニピュレーターを備える外科手術用ロ
ボットシステムについては、制御ソフトウェアは、外科医が、種々の異なる形状の湾曲カ
ニューレと種々の異なる長さの可撓性シャフトの器具との組み合わせを、真っ直ぐなカニ
ューレおよび硬い真っ直ぐなシャフトの器具と一緒に使用することを可能にし得る。この
ような全ての器具の先端の動きは同様に見えるので、外科医は、上記のようなカニューレ
の運動拘束の自動的な取り扱いに起因して、直感的制御を経験する。
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